
一
頁

奉

讃

法

会

お

礼

押

小

路

蓮

円

特
別
法
要
事
務
局
局
長

巻 頭 言

五
十
年
に
一
度
の
御
勝
縁
で
あ
り
ま
す
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉
讃
法
会
を
は
じ
め
と
す
る
特
別
法

要
も
無
事
に
円
成
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
ご
住
職
を
は
じ
め
と
す
る
檀
信
徒
各
位
の
お
力
添
え
の
た
ま

も
の
と
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

顧
み
れ
ば
、
令
和
元
年
九
月
に
発
足
い
た
し
ま
し
た
特
別
法
要
事
務
局
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
そ
の
年
明
け
に
は

新
型
コ
ロ
ナ
と
い
う
未
曽
有
の
感
染
症
が
は
じ
ま
り
、
以
来
コ
ロ
ナ
と
共
に
歩
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
が
、
こ
の
法
要

の
期
間
に
は
コ
ロ
ナ
感
染
症
も
終
息
に
向
か
い
な
が
ら
も
、
な
お
か
つ
警
戒
を
要
す
る
と
い
う
状
態
で
あ
り
ま
し
た

が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
大
勢
の
方
々
に
ご
参
詣
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
厚
く
感
謝
い

一



二
頁

た
し
ま
す
。

ま
た
、
記
念
事
業
と
し
て
計
画
い
た
し
ま
し
た
新
宝
物
館
も
関
係
各
位
の
努
力
に
よ
っ
て
予
定
通
り
完
成
し
、

「
燈
炬
殿
」
と
名
付
け
ら
れ
、
聖
人
よ
り
八
百
年
に
わ
た
り
大
切
に
受
け
継
い
で
参
り
ま
し
た
法
宝
物
を
次
の
世
代

に
、
安
心
し
て
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
法
要
期
間
中
千
人
を
超
え
る
方
々
に
ご
覧
い
た
だ
く
日
も
あ
り
ま

し
た
。
聖
人
の
み
教
え
に
出
遇
う
宝
物
館
と
し
て
、
今
後
と
も
末
永
く
観
覧
い
た
だ
け
る
も
の
と
存
じ
ま
す
。

こ
こ
に
改
め
て
、
仏
恩
に
感
謝
し
心
の
う
ち
に
燈
炬
を
仰
ぎ
お
念
仏
を
称
え
る
日
々
を
共
に
送
り
た
い
と
存
じ
ま

す
。な

お
特
別
法
要
事
務
局
は
今
月
を
以
て
閉
局
と
な
り
ま
す
。
四
年
間
に
わ
た
り
ま
す
ご
指
導
、
ご
協
力
に
対
し
ま

し
て
、
重
ね
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

巻 頭 言

二



三
頁

宗

告

宗

告

第
一
一
五
二
号

来
る
令
和
五
年
八
月
一
日
よ
り
同
五
日
ま
で
第
九
十
七
回
佛
教
文
化
講
座
を
開
講
す
る

令
和
五
年
六
月
八
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

総

務

中

僧

都

藤

谷

知

良

総

務

中

僧

都

弓

削

弘

胤

宗

告

第
一
一
五
三
号

来
る
令
和
五
年
八
月
十
四
日
よ
り
同
十
六
日
ま
で
歓
喜
会
執
行
相
成
る

令
和
五
年
六
月
八
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

総

務

中

僧

都

藤

谷

知

良

総

務

中

僧

都

弓

削

弘

胤

三



四
頁

任

免

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

依
請
解
其
職

名
古
屋
別
院
評
議
員

石
濵

章
友

依
請
解
其
職

名
古
屋
別
院
評
議
員

髙
山

元
智

依
請
解
其
職

名
古
屋
別
院
評
議
員

平
野

崇
敬

依
請
解
其
職

名
古
屋
別
院
評
議
員

劉

貞
純

依
請
解
其
職

名
古
屋
別
院
評
議
員

亮

雅
弘

依
請
解
其
職

名
古
屋
別
院
評
議
員

鍋
島

時
行

令
和
五
年
四
月
一
日

名
古
屋
別
院
評
議
員
を
命
ず
る
（
再
任
）正

信
寺
住
職

玉
腰

超
克

教
津
坊
住
職

伊
藤

真
道

西
光
寺
住
職

友
松

順
真

淨
泉
寺
住
職

古
井
戸
康
心

万
徳
寺
住
職

安
藤

俊
清

宗
延
寺
住
職

近
藤

康
成

徳
林
寺
住
職

林

晃
亮

善
明
寺
住
職

平
山

教
導

教
聖
寺
住
職

守
山

諦
薫

名
古
屋
別
院
評
議
員
を
命
ず
る

正
覺
寺
住
職

山
田

光
照

久
遠
寺
住
職

髙
山

信
雄

善
福
寺
住
職

麻
績

俊
真

幸
蓮
寺
住
職

千
枝

順
道

法
性
寺
住
職

加
藤

匡
和

榮
久
寺
住
職

松
山

順
明

名
古
屋
別
院
評
議
員
を
委
嘱
す
る
（
再
任
）

名
古
屋
別
院

坂

直
樹

名
古
屋
別
院

坂

康
夫

名
古
屋
別
院

野
下
富
美
雄

教
学
部
教
学
課
勤
務
を
命
ず
る

栗
原

嵩

教
師
検
定
委
員
会
委
員
を
命
ず
る

高
田
学
苑
長

梅
林

久
高

教
師
検
定
委
員
会
委
員
を
命
ず
る
（
再
任
）

鑑
学

栗
原

廣
海

鑑
学

清
水
谷
正
尊

四



五
頁

令
和
五
年
四
月
十
日

第
百
七
十
七
臨
時
宗
議
会
書
記
を
命
ず
る

録
事

塩
崎

慶
脩

録
事

小
谷

正
信

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

依
請
解
其
職

専

修

寺

宝

物

館

主

幹

新

光
晴

依
請
解
其
職

真
宗
高
田
派
教
学
院
院
長

新

光
晴

依
請
解
其
職

新
宝
物
館
展
示
企
画
委
員

青
木

妙
法

依
請
解
其
職

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百
年
・
中
興
上

人
五
百
年
忌
・
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

特
別
法
要
事
務
局
局
員

藤
田

朋
樹

特
別
法
要
事
務
局
局
員

小
林
恵
美
子

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百
年
・
中
興
上
人

五
百
年
忌
・
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会
特
別
法
要
事
務
局
出
向
、

事
務
局
次
長
を
五
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解
く

六
月
一
日
よ
り
財
務
課
勤
務
に
復
す

久
野

俊
彦

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百
年
・
中
興
上
人

五
百
年
忌
・
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会
特
別
法
要
事
務
局
出
向
、

事
務
局
局
員
を
五
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解
く

六
月
一
日
よ
り
参
拝
課
勤
務
に
復
す

千
賀

光
真

令
和
五
年
六
月
一
日

真
宗
高
田
派
教
学
院
院
長
を
命
ず
る隨

願
寺
住
職

松
山

智
道

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺
宝
物
館
学
芸
員
を
命
ず
る

録

事

久
世

宜
範

満
願
寺
衆
徒

青
木

妙
法

依
請
解
其
職

真
宗
教
団
連
合
事
務
総
局
職
員

多
賀

孝
顕

真
宗
教
団
連
合
事
務
総
局
職
員
を
命
ず
る

教
学
課
課
長

録
事

藤
澤

真
樹

依
請
解
其
職

福
井
別
院
輪
番

佐
々
木
実
弘

依
請
解
其
職

福
井
別
院
副
輪
番

日
下

康
正

依
請
解
其
職

福
井
別
院
総
代

田
川

貞
一

依
請
解
其
職

福
井
別
院
佑
事

佐
々
本
𣳾𣳾
秀

五



六
頁

依
請
解
其
職

福
井
別
院
役
事

小
林

義
博

依
請
解
其
職

福
井
別
院
世
話
方

佐
々
木
雅
子

依
請
解
其
職

福
井
別
院
世
話
方

西
川

友
章

依
請
解
其
職

福
井
別
院
世
話
方

山
田

秀
一

補

福
井
別
院
輪
番

安
養
院
住
職

松
木

光
仁

任

福
井
別
院
副
輪
番

圓
光
寺
住
職

徳
照

慶
壽

福
井
別
院
責
任
役
員
を
委
嘱
す
る
安
養
院

五
十
嵐
保
裕

福
井
別
院
総
代
を
委
嘱
す
る

安
養
院

坂
井

幹
夫

福
井
別
院
世
話
方
を
委
嘱
す
る

安
養
院

河
島

敏
克

安
養
院

久
保
田
清
忠

福
井
別
院
承
事
を
命
ず
る

寳
幢
寺
衆
徒

小
林

義
博

令
和
五
年
六
月
六
日

第
百
七
十
八
宗
議
会
宗
務
委
員
を
命
ず
る

監
正
局
長

佐
藤

唯
信

高
田
学
苑
長

梅
林

久
高

高
田
幼
稚
園
園
長

佐
藤

弘
道

光
寿
園
園
長

藤
井

智
雄

慈
光
院
院
長

高
林

光
暁

高
田
会
館
支
配
人

磯
谷

優

第
百
七
十
八
宗
議
会
説
明
委
員
を
命
ず
る

宝
物
館
館
長

大
野

照
文

特
別
法
要
事
務
局
局
長

押
小
路
蓮
円

庶
務
部
部
長

多
賀

孝
顕

教
学
課
課
長

藤
澤

真
樹

財
務
課
課
長

玉
野

章
法

財
務
課

久
野

俊
彦

共
済
会
事
務
局

梅
林

清
香

顧
問
会
計
士

山
中

利
之

第
百
七
十
八
宗
議
会
書
記
を
命
ず
る

録
事

塩
崎

慶
脩

録
事

小
谷

正
信

令
和
五
年
六
月
二
十
六
日

第
百
七
十
八
宗
議
会
宗
務
委
員
を
命
ず
る

高
田
学
苑
本
部
事
務
局
長

加
藤

光
博

六



七
頁

転

属

令
和
五
年
六
月
九
日

三
重
県
名
張
市
赤
目
町

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

常
蓮
寺
衆
徒

栗
原

嵩

三
重
県
四
日
市
市
赤
堀

誓
元
寺
衆
徒
に
転
属
を
許
可
す
る

教

師

令
和
五
年
五
月
五
日

任

教

師

誓
教
寺
衆
徒

藤
田

博
司

任

教

師

正
運
寺
衆
徒

植
田

恵
玉

任

教

師

幸
福
寺
衆
徒

入
田

曉
啓

任

教

師

安
性
寺
衆
徒

竹
内

真
樹

任

教

師

光
輪
寺
衆
徒

中
村

宜
滉

任

教

師

林
昌
寺
衆
徒

佐
々
木
大
英

任

教

師

成
願
寺
衆
徒

山
口

妙
功

任

教

師

常
徳
寺
衆
徒

荒
川

誉
佳

任

教

師

覚
念
寺
衆
徒

佐
々
木
唯
真

任

教

師

聖
賢
寺
衆
徒

井
内

優
慧

僧

階

令
和
五
年
五
月
五
日

授

律

師

藤
田

博
司

授

律

師

植
田

恵
玉

授

律

師

入
田

曉
啓

授

律

師

竹
内

真
樹

授

律

師

中
村

宜
滉

授

律

師

佐
々
木
大
英

授

律

師

山
口

妙
功

授

律

師

荒
川

誉
佳

授

律

師

佐
々
木
唯
真

授

律

師

井
内

優
慧

身
分
堂
班

令
和
五
年
四
月
十
七
日

列

其
身
一
代
堂
班

老
分
二
等

老
分
一
等

院
家
二
等

常
楽
寺
衆
徒

坂

蓮
祐

七



八
頁

褒

賞

令
和
五
年
五
月
二
十
一
日

本
山
褒
賞

万
福
寺
住
職

三
井

真
淳

壽
林
寺
住
職

斯
波

明
德

啓
運
寺
住
職

髙
倉

隆
乗

聖
洞
寺
住
職

髙
臣

亮
雄

専
修
寺
総
代

岩
崎

克
彦

壇
信
徒
議
会
議
員

内
田

勝
久

護
持
会
役
員

加
藤

寿
一

関
東
別
院
同
行

関

圭
子

祖
師
寿
賞

誓
信
寺
住
職

柏
原

良
信

永
信
寺
住
職

藤
本

光
信

林
柔
寺
住
職

長

祥
隆

誓
正
寺
衆
徒

松
枝

妙
香

本
山
表
彰

慈
相
寺
住
職

武
田

英
機

清
光
寺
住
職

清
原

瑞
美

本
光
寺
住
職

本
折

光
純

西
蓮
寺
住
職

小
林

紘
道

浄
見
寺
衆
徒

醫
山

淳
生

福
泉
寺
坊
守

佐
々
木
玲
子

光
明
寺
坊
守

小
倉

久
子

教
津
坊
前
坊
守

伊
藤

清
子

住
職
在
職
五
十
年

信
蓮
寺
住
職

水
平

仁
聖

（
裹
頭
授
与
）

明
照
寺
前
住
職

藤
澤

眞
純

布
教
任
命

第
二
十
三
世
堯
祺
上
人
御
正
当

五
・
六

逮
夜

律

師

水
谷

忍
英

五
・
七

晨
朝

律

師

隆

妙


日
中
兼
逮
夜

律

師

若
林

妙
百

五
・
八

晨
朝

権
中
僧
都

里
榮

秀
教

日
中

権
大
僧
都

浦
井

宗
司

奉
讃
法
会
御
親
教
（
復
演
）

五
・
二
一

日
中

大

僧

都

清
水
谷
正
尊

八



九
頁

奉
讃
法
会

五
・
二
二

日
中

中

僧

都

戸
田

惠
信

五
・
二
三

日
中

権
少
僧
都

真
置

信
海

五
・
二
四

日
中

権
中
僧
都

松
山

智
道

五
・
二
五

日
中

少

僧

都

千
草

篤
昭

五
・
二
六

日
中

権
中
僧
都

藤
浦

弘
導

五
・
二
七

日
中

少

僧

都

梅
林

久
高

五
・
二
八

日
中

権
大
僧
都

佐
波

真
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第177 臨時宗議会報告

去る４月２０日臨時宗議会が開催された。

今議会は令和５年５月２１日より２８日に奉讃法会を厳修することにより例年５月最終週に開催されている定例宗議

会が困難である。よって令和５年度の暫定予算作成し令和４年度中に議決すること。そしてあらためて本年６月に定例

宗議会を開催することが第１７６宗議会に承認されて開催された。

今議会は書面による議会とし、採決を行うにあたり次の順で行った。

①議案書等全議員へ発送

②書面表決書受付

③書面表決書締切

④議案採決

議案採決は議長、監正局長立ち会いのもと、事務局が厳正に行い議案は賛成多数により可決された。

可決議案及び承認事項、報告事項は次のとおりである。
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第177 臨時宗議会議案

議案第１号 令和５年度６月分 真宗高田派歳入歳出暫定予算案

議案第２号 令和５年度６月分 専修寺歳入歳出暫定予算案

上記のとおり提出します。

令和５年４月２０日

宗務総長 大 僧 都 増 田 修 誠

総 務 中 僧 都 藤 谷 知 良

総 務 中 僧 都 弓 削 弘 胤
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議案第１号

歳入の部 歳出の部

科　　　目 5年度予算額 科　　　目 5年度予算額

１．宗教活動収入 [ 2,500,000 ] １．宗教活動支出 [ 7,600,000 ]

１．冥加金 ( 1,050,000 ) １．宗教活動費 ( 2,315,000 )

１．僧侶冥加金 50,000 １．講社補助費 1,500,000

２．その他冥加金 150,000 ２．旅費 120,000

３．礼録金 850,000 ３．扱費 20,000

２．懇志金 ( 550,000 ) ４．宗務総長交際費 50,000

１．諸法要懇志金 350,000 ５．山内清掃費 100,000

２．団参懇志金 200,000 ６．諸会議費 15,000

３．義納金 ( 600,000 ) ７．団参扱費 10,000

１．寺院賦課金 400,000 ８．広報事業費 500,000

２．過年度収入 200,000 ２．宗議会費 ( 870,000 )

４．刊行物収入 ( 300,000 ) １．議員手当旅費 600,000

１．刊行物収入 300,000 ２．議長交際費 60,000

２．資産管理収入 [ 70,000 ] ３．議会事務局費 10,000

１．資産運用収入 ( 70,000 ) ４．議会運営費 200,000

１．諸利子 70,000 ３．監正局費 ( 5,000 )

３．雑収入 [ 700,000 ] １．監正局会議費 5,000

１．雑収入(課税) ( 300,000 ) ４．教学費 ( 1,940,000 )

令和５年度　真宗高田派歳入歳出暫定予算（案）　
　令和5年6月1日～令和5年6月30日

単位：円単位：円
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１．会館等使用料 300,000 １．教学研究費 400,000

    ２．雑収入(非課税) 400,000 ) ２．教学布教費 460,000

１．本山だより購読料等 100,000 ３．出版広報費 500,000

２．参拝記念印代 300,000 ４．教学各種団体費 480,000

４．前年度繰越収支差額 [ 24,600,000 ] ５．婦人坊守教化費 20,000

１．前年度繰越収支差額 ( 24,600,000 ) ６．檀信徒教化費 80,000

１．前年度繰越収支差額 24,600,000 ５．教学院運営費 ( 530,000 )

合　　　計 27,870,000 １．教学院研究費 270,000

２．調度費 20,000

３．諸会議費 240,000

６．補助金支出 ( 1,100,000 )

１．高田学苑補助金 1,100,000

７．管理費 ( 840,000 )

１．消耗品費 70,000

２．通信印刷費 350,000

３．水道光熱管理費 250,000

４．諸雑費 170,000

２．人件費 [ 20,000,000 ]

１．給料手当 ( 20,000,000 )

１．諸給与 20,000,000

３．次年度繰越収支差額 [ 270,000 ]

１．次年度繰越収支差額 ( 270,000 )

合　　　計 27,870,000

一 五



議案第２号

歳入の部 歳出の部

科　　　目 5年度予算額 科　　　目 5年度予算額

１．宗教活動収入 [ 15,300,000 ] １．宗教活動支出 [ 11,474,000 ]

１．諸進納金 ( 6,500,000 ) １．門室費 ( 5,500,000 )

１．進納所冥加金 500,000 １．門室費 5,500,000

２．申物冥加金 5,500,000 ２．維持費 ( 2,214,000 )

３．賽銭 500,000 １．護持費 1,600,000

２．納骨堂冥加金 ( 7,800,000 ) ２．恭敬費 50,000

１．浄華台冥加金 5,000,000 ３．事務費 130,000

２．納骨堂加入冥加金 500,000 ４．扱待遇費 120,000

３．納骨壇永年管理冥加金 250,000 ５．団参清掃費 20,000

４．懇志金 50,000 ６．協賛費 94,000

５．恭敬冥加金 2,000,000 ７．申物購入費 150,000

３．宝物館収入 ( 1,000,000 ) ８．調度費 50,000

1．観覧料収入 1,000,000 ３．管理費 ( 2,710,000 )

２．資産管理収入 [ 60,000 ] １．自動車諸費 130,000

１．資産運用収入 ( 60,000 ) ２．水道光熱管理費 1,000,000

１．諸利子 60,000 ３．緑化管理費 170,000

３．雑収入 [ 280,000 ] ４．蓮の会管理費 50,000

１．雑収入 ( 280,000 ) ５．通信印刷費 200,000

令和５年度　専修寺歳入歳出暫定予算（案）　
令和5年6月1日～令和5年6月30日

単位：円 単位：円
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１．雑収入 30,000 ６．諸消耗品費 100,000

２．蓮の会年会費 250,000 ７．土地借用料 900,000

４．前年度繰越収支差額 [ 10,000,000 ] ８．警備費 10,000

合　　　計 25,640,000 ９．雑費 50,000

１０．営繕補修費 100,000

４．交付金 ( 1,050,000 )

１．院号交付金 1,000,000

２．納骨壇加入交付金 50,000

２．人件費 [ 7,370,000 ]

１．給料手当 ( 7,370,000 )

１．諸給与 6,000,000

２．傭人費 20,000

３．日直宿直費 250,000

４．通勤補助費 400,000

５．福利厚生費 700,000

３．予備費　 [ 100,000 ]

予備費 ( 100,000 )

             予備費 100,000

４．次年度繰越収支差額 [ 6,696,000 ]

次年度繰越収支差額 6,696,000

合　　　計 25,640,000

一 七



18

令和４年度における学校法人高田学苑の決算は次のとおりですので、
当学苑寄附行為第４２条の規定に基づき公告いたします。

貸 借 対 照 表
高田学苑学校法人

令和5年3月31日 （単位 円）

資 産 の 部

科 目 本 年 度 末 前 年 度 末 増 減

固 定 資 産 ( 8,045,285,765) ( 7,996,493,974) ( 48,791,791)

有 形 固 定 資 産 ( 6,084,688,872) ( 6,178,073,461) (△ 93,384,589)

土 地 1,025,122,922 1,025,122,922 0

建 物 4,064,688,294 4,086,611,351 △ 21,923,057

構 築 物 628,326,808 691,697,195 △ 63,370,387

教 育 研 究 用 機 器 備品 79,858,778 92,247,638 △ 12,388,860

管 理 用 機 器 備 品 11,395,538 6,878,396 4,517,142

図 書 232,161,996 230,067,566 2,094,430

車 輌 13,215,058 15,528,915 △ 2,313,857

学 苑 林 29,919,478 29,919,478 0
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特 定 資 産 ( ( ( )1,908,101,236) 1,797,607,036) 110,494,200

退職給与引当特定資産 263,490,000 0263,490,000

1,644,611,236 110,494,200施設設備拡充引当特定資産 1,534,117,036

そ の 他 の 固 定 資 産 ( 52,495,657 ( 20,813,477) ( )31,682,180

借 地 権 2,257,500 2,257,500 0

電 話 加 入 権 1,285,980 1,285,980 0

施 設 利 用 権 213,570 △ 71,190142,380

26,869,810 25,834,370ソ フ ト ウ エ ア 1,035,440

有 価 証 券 13,297,674 13,297,674 0

差 し 入 れ 保 証 金 350,000 350,000 0

8,292,313 5,919,000長 期 前 払 金 2,373,313

流 動 資 産 ( ) ( 588,469,382) ( )583,850,266 4,619,116△

408,990,971 6,266,201現 金 預 金 402,724,770

73,633,999 16,809,928未 収 入 金 90,443,927 △

前 払 金 91,212 91,212 0

一 九
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38,959,839 4,754,600立 替 金 34,205,239

56,400,020 1,163,886修 学 旅 行 費 預 り 資産 55,236,134

5,774,225 6,125卒 業 諸 費 預 り 資 産 5,768,100

資 産 の 部 合 計 ( ) ( 8,584,963,356) ( )8,629,136,031 44,172,675

負 債 の 部

科 目 本 年 度 末 前 年 度 末 増 減

固 定 負 債 ( ) ( 263,346,327) ( )266,357,065 3,010,738

266,357,065 3,010,738退 職 給 与 引 当 金 263,346,327

流 動 負 債 ( ) ( 432,987,401) ( )464,146,769 31,159,368

89,930,891 30,817,954未 払 金 59,112,937

286,040,000 589,060前 受 金 285,450,940

26,001,633 1,417,657預 り 金 27,419,290 △

56,400,020 1,163,886修 学 旅 行 費 預 り 金 55,236,134

5,774,225 6,125卒 業 諸 費 預 り 金 5,768,100

二 〇
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負 債 の 部 合 計 ( ) ( 696,333,728) ( )730,503,834 34,170,106

純資産の部

科 目 本 年 度 末 前 年 度 末 増 減

基 本 金 ( ) ( 12,888,432,880) ( )13,049,525,087 161,092,207

12,877,525,087 161,092,207第 1 号 基 本 金 12,716,432,880

第 4 号 基 本 金 172,000,000 172,000,000 0

繰越収支差額 (△ ) (△ 4,999,803,252) (△ )5,150,892,890 151,089,638

5,150,892,890 151,089,638翌年度繰越収支差額 △ △ 4,999,803,252 △

純 資 産 の 部 合 計 ( ) ( 7,888,629,628) ( 10,002,569)7,898,632,197

負債及び純資産の部合計 ( ) ( 8,584,963,356) ( )8,629,136,031 44,172,675

二 一
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注記 １．重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

○徴収不能引当金・・・・未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上

している。

○退職給与引当金

（短 期 大 学） 退職金の支給に備えるため、期末要支給額 147,283,855円の100％を基にして

私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を

加減した金額を計上している。

（中学校及び高等学校） 退職金の支給に備えるため、期末要支給額 1,038,530,822円 から三重県私学

振興会より交付金相当額を控除した金額の100％を計上している。

(2)その他重要な会計方針

○有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

２．重要な会計方針の変更等

該当無し

３．減価償却額の累計額の合計額 6,831,420,523円

４．徴収不能引当金の合計額 0円

５．担保に供されている資産の種類及び額 0円

６．翌会計年度以降の会計年度において基本金へ組入れを行うこととなる金額 39,220,500円

二 二



23

７．当該会計年度の末日において第４号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第４号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

８．その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

（１）有価証券の時価情報

①総括表 （単位：円）

当年度（令和 5年 3月31日）

貸借対照表計上額 時 価 差 額

273,297,674 288,396,401 15,098,727時価が貸借対照表計上額を超えるもの

（うち満期保有目的の債券） (200,000,000) (200,493,900) ( 493,900)

時価が貸借対照表計上額を超えないもの 871,511,806 806,318,421 △65,193,385

（うち満期保有目的の債券） (871,511,806) (806,318,421) (△65,193,385)

1,144,809,480 1,094,714,822 △50,094,658合 計

（うち満期保有目的の債券） (1,071,511,806) (1,006,812,321) (△64,699,485)

時価のない有価証券 -

1,144,809,480有 価 証 券 合 計

二 三
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②明細表 （単位：円）

当年度（令和 5年 3月31日）
種 類

貸借対照表計上額 時 価 差 額

債 券 971,511,806 921,362,300 △50,149,506

株 式 3,297,674 17,369,501 14,071,827

投 資 信 託 170,000,000 155,983,021 △14,016,979

貸 付 信 託 - - -

そ の 他 - - -

1,144,809,480 1,094,714,822 △50,094,658合 計

時価のない有価証券 -

1,144,809,480有 価 証 券 合 計

二 四



二
五
頁

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉
讃
法
会

立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会

中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌
奉
讃
法
会

聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

報

告

親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
か
ら
八
百
五
十
年
と
な
る
本
年
五

月
二
十
一
日
よ
り
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉

讃
法
会
、
立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会
、
中
興
真
慧
上
人

五
百
年
忌
奉
讃
法
会
、
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

の
四
つ
の
奉
讃
法
会
を
「
弥
陀
の
よ
び
声
『
な
も
あ
み
だ

ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
こ
う
」
を
テ
ー
マ
に
八
日
間
に
わ
た

り
厳
か
に
執
り
行
っ
た
。

五
月
二
十
日

法
会
前
日

午
前
十
時
よ
り
稚
児
練
り
が
行
わ
れ
た
。
本
山
で
は
七

年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
定
員
の
三
百
名
を
上
回
る
三

特
別
法
要
事
務
局
だ
よ
り

百
四
名
の
稚
児
と
関
係
者
が
参
加
し
た
。
前
日
に
降
っ
た

雨
が
上
が
り
、
太
鼓
門
か
ら
出
発
し
寺
内
町
を
練
り
歩
き

山
門
か
ら
両
堂
へ
参
拝
す
る
所
定
の
コ
ー
ス
で
行
う
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
出
勤
法
中
十
二
名
ほ
か
消
防
関
係
、

警
備
会
社
、
用
度
講
講
員
等
の
ご
協
力
の
も
と
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
。

御
影
堂
に
お
い
て
正
午
よ
り
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会

が
、
関
係
者
を
招
待
し
執
り
行
っ
た
。

、

、

、

。

内
陣
に
は
両
門
様

維
那

内
局

輪
番
が
出
仕
し
た

、

、

、

中
陣
で
の
参
列
は
専
修
寺
総
代

宗
議
会
議
長

副
議
長

監
正
局
長
等
総
数
四
十
五
名
で
あ
っ
た
。
法
嗣
殿
は
勤
行

後
に
今
後
の
抱
負
を
お
話
し
さ
れ
全
体
が
祝
福
ム
ー
ド
に

包
ま
れ
た
。

午
後
一
時
半
よ
り
鐘
楼
近
く
に
お
い
て
開
山
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
記
念
の
植
樹
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

枯
れ
て
な
く
な
っ
た
三
葉
松
を
復
元
す
る
た
め
護
持
会
役

員
の
発
案
に
よ
り
一
年
前
に
植
樹
さ
れ
た
三
葉
松
の
土
入

れ
を
行
な
い
、
同
時
に
記
念
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
。

参
列
者
は
護
持
会
役
員
十
名
ほ
ど
で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
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二
六
頁

午
後
二
時
よ
り
工
事
関
係
者
へ
の
感
謝
状
授
与
が
対
面

所
で
行
わ
れ
た
。
設
計
監
理
、
施
工
業
者
の
ほ
か
宝
物
館

映
像
製
作
に
尽
力
を
い
た
だ
い
た
計
八
名
に
押
小
路
特
別

法
要
事
務
局
長
か
ら
感
謝
状
と
記
念
品
が
手
渡
さ
れ
た
。

最
後
に
宗
務
総
長
が
お
礼
の
あ
い
さ
つ
を
述
べ
終
了
し

た
。竣

工
式
典
は
午
後
二
時
半
よ
り
工
事
関
係
者
、
Ｖ
Ｒ
映

像
関
係
、
派
内
の
招
待
者
を
含
め
総
数
百
二
十
六
名
の
出

席
を
い
た
だ
い
た
。
来
賓
と
し
て
お
越
し
い
た
だ
い
た
衆

議
院
議
員
田
村
憲
久
様
、
三
重
県
副
知
事
廣
田
恵
子
様
、

津
市
長
前
葉
泰
幸
様
か
ら
は
祝
辞
を
頂
戴
し
た
。
法
主
殿

は
お
言
葉
で
「
せ
っ
か
く
立
派
な
建
物
が
完
成
し
た
の
で

今
後
は
登
録
博
物
館
と
し
て
認
証
さ
れ
る
よ
う
な
施
設
を

目
標
に
し
た
い

」
と
お
話
し
を
さ
れ
た
。
こ
の
あ
と
法

。

主
殿
、
法
嗣
殿
、
田
村
衆
議
院
議
員
、
川
崎
前
衆
議
院
議

員
、
廣
田
副
知
事
、
前
葉
津
市
長
、
増
田
宗
務
総
長
、
大

野
館
長
の
八
名
で
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
を
行
い
出
席
者
全
員
で

門
出
を
お
祝
い
し
た
。
そ
の
後
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
新
宝

物
館
の
内
覧
会
を
行
っ
た
。
ま
た
報
道
関
係
者
へ
の
公
開

を
行
い
メ
デ
ィ
ア
各
社
へ
の
広
報
を
行
っ
た
。

五
月
二
十
一
日

聖
人
御
誕
生
の
日
に
因
み
例
年
通
り
本
山
褒
賞
と
奉
賛

会
が
執
り
行
わ
れ
た
。

午
前
十
一
時
よ
り
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十

年
、
立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会
が
厳
修
さ
れ
た
。
こ
の

日
は
お
勤
め
の
中
で
表
白
が
披
露
さ
れ
、
ま
た
御
親
教
が

行
わ
れ
た
。
こ
の
な
か
で
法
主
殿
は
こ
の
た
び
の
奉
讃
法

会
は
親
鸞
聖
人
、
中
興
真
慧
上
人
、
聖
徳
太
子
の
恩
徳
を

讃
嘆
す
る
こ
と
を
趣
意
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

機
縁
に
お
三
方
の
恩
徳
の
深
さ
を
再
認
識
、
再
確
認
し
次

代
へ
引
き
継
い
で
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
ら
れ
た
。

復
演
は
鑑
学
の
清
水
谷
正
尊
師
が
行
っ
た
。

午
後
一
時
半
か
ら
は
記
念
行
事
と
し
て
金
澤
翔
子
さ
ん

と
金
澤
泰
子
さ
ん
に
よ
る
席
上
揮
毫
と
講
演
が
あ
っ
た
。

会
場
の
御
影
堂
に
は
書
道
を
生
業
や
趣
味
と
す
る
方
以
外

。

、

に
も
多
く
の
翔
子
さ
ん
フ
ァ
ン
が
集
ま
っ
た

揮
毫
で
は

翔
子
さ
ん
が
普
段
か
ら
よ
く
披
露
す
る
「
飛
翔
」
の
文
字

で
揮
毫
後
参
詣
者
全
員
に
披
露
さ
れ
た
。
お
母
様
の
泰
子

さ
ん
の
お
話
は
障
が
い
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
翔
子
さ

ん
と
の
生
活
に
基
づ
く
実
体
験
の
お
話
し
で
「
共
に
生
き
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殿
は
勤
行

後
に
今
後
の
抱
負
を
お
話
し
さ
れ
全
体
が
祝
福
ム
ー
ド
に

包
ま
れ
た
。

午
後
一
時
半
よ
り
鐘
楼
近
く
に
お
い
て
開
山
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
記
念
の
植
樹
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

枯
れ
て
な
く
な
っ
た
三
葉
松
を
復
元
す
る
た
め
護
持
会
役

員
の
発
案
に
よ
り
一
年
前
に
植
樹
さ
れ
た
三
葉
松
の
土
入

れ
を
行
な
い
、
同
時
に
記
念
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
。

参
列
者
は
護
持
会
役
員
十
名
ほ
ど
で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
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二
七
頁

る
」
と
い
う
講
題
で
お
話
を
さ
れ
た
。

五
月
二
十
二
日

午
前
十
一
時
か
ら
の
奉
讃
法
会
で
は
八
日
間
と
も
参
詣

者
が
一
緒
に
正
信
偈
を
唱
和
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

法
主
殿
に
よ
る
お
言
葉
は
二
十
二
日
～
二
十
四
日
ま
で

の
三
日
間
で
、
ご
和
讃
「
無
明
長
夜
の
燈
炬
な
り
」
を
引

用
さ
れ
参
詣
の
方
々
を
温
か
く
お
迎
え
を
さ
れ
た
。
こ
の

日
の
お
説
教
は
戸
田
惠
信
師
が
行
っ
た
。
御
影
堂
は
ほ
ぼ

満
堂
で
あ
っ
た
。
記
念
行
事
と
し
て
午
後
一
時
半
か
ら
と

午
後
四
時
か
ら
の
二
回
観
世
流
能
公
演
を
御
影
堂
中
陣
に

能
舞
台
を
設
営
し
行
っ
た
。
観
世
流
か
ら
は
家
元
二
名
、

お
囃
子
四
名
等
総
数
二
十
二
名
で
あ
っ
た

第
一
部
は

高

。

「

砂

、
第
二
部
は
「
羽
衣
」
で
事
前
に
御
影
堂
の
来
場
者

」
に
は
公
演
の
内
容
を
記
載
し
た
「
番
組
」
が
配
ら
れ
た
。

第
一
部
、
第
二
部
と
も
解
説
は
山
階
彌
右
衛
門
氏
で
あ
っ

た
。一

方
、
如
来
堂
に
お
い
て
は
午
後
の
時
間
帯
に
高
田
短

大
生
徒
に
よ
る
本
山
参
詣
が
あ
り
、
収
容
人
数
の
関
係
で

三
回
に
分
け
学
長
に
よ
る
講
話
が
行
わ
れ
た
。

五
月
二
十
三
日

奉
讃
法
会
の
お
説
教
は
真
置
信
海
師
で
あ
っ
た
。

特
別
講
演
の
初
日
は
高
田
派
鑑
学
の
栗
原
廣
海
師
に
よ

り
「

な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
』
を
聞
く
と
い
う
こ
と
」
で
講

『

演
を
行
っ
て
い
た
だ
い
た
。
師
は
真
宗
教
学
の
最
も
大
切

な
と
こ
ろ
を
お
話
し
さ
れ
た
。
連
日
満
堂
と
な
っ
た
。

五
月
二
十
四
日

。

、

午
前
九
時
よ
り
御
参
廟
が
行
わ
れ
た

両
門
様
と
維
那

知
堂
ほ
か
総
数
約
四
十
名
が
参
列
し
た
。

奉
讃
法
会
の
お
説
教
は
松
山
智
道
師
で
あ
っ
た
。

こ
の
日
は
御
影
堂
立
華
入
替
の
た
め
午
後
の
記
念
行
事

は
な
か
っ
た
が
天
候
に
恵
ま
れ
境
内
は
多
く
の
参
拝
で
に

ぎ
わ
っ
た
。

五
月
二
十
五
日

こ
の
日
か
ら
三
日
間
は
中
興
上
人
五
百
年
忌
奉
讃
法
会

を
厳
修
し
た
。
説
教
は
千
草
篤
昭
師
。

午
後
一
時
半
か
ら
は
地
元
出
身
の
駒
田
早
代
さ
ん
に
よ

る
津
軽
三
味
線
の
演
奏
会
が
行
わ
れ
た
。
約
四
十
分
ほ
ど

で
あ
っ
た
が
伝
統
曲
か
ら
ポ
ッ
プ
ス
ま
で
華
麗
な
演
奏
で

御
影
堂
に
は
入
り
き
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
来
場
者
で
あ
っ

た
。
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開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉
讃
法
会

立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会

中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌
奉
讃
法
会

聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

報

告

親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
か
ら
八
百
五
十
年
と
な
る
本
年
五

月
二
十
一
日
よ
り
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉

讃
法
会
、
立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会
、
中
興
真
慧
上
人

五
百
年
忌
奉
讃
法
会
、
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

の
四
つ
の
奉
讃
法
会
を
「
弥
陀
の
よ
び
声
『
な
も
あ
み
だ

ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
こ
う
」
を
テ
ー
マ
に
八
日
間
に
わ
た

り
厳
か
に
執
り
行
っ
た
。

五
月
二
十
日

法
会
前
日

午
前
十
時
よ
り
稚
児
練
り
が
行
わ
れ
た
。
本
山
で
は
七

年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
定
員
の
三
百
名
を
上
回
る
三

特
別
法
要
事
務
局
だ
よ
り

百
四
名
の
稚
児
と
関
係
者
が
参
加
し
た
。
前
日
に
降
っ
た

雨
が
上
が
り
、
太
鼓
門
か
ら
出
発
し
寺
内
町
を
練
り
歩
き

山
門
か
ら
両
堂
へ
参
拝
す
る
所
定
の
コ
ー
ス
で
行
う
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
出
勤
法
中
十
二
名
ほ
か
消
防
関
係
、

警
備
会
社
、
用
度
講
講
員
等
の
ご
協
力
の
も
と
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
。

御
影
堂
に
お
い
て
正
午
よ
り
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会

が
、
関
係
者
を
招
待
し
執
り
行
っ
た
。

、

、

、

。

内
陣
に
は
両
門
様

維
那

内
局

輪
番
が
出
仕
し
た

、

、

、

中
陣
で
の
参
列
は
専
修
寺
総
代

宗
議
会
議
長

副
議
長

監
正
局
長
等
総
数
四
十
五
名
で
あ
っ
た
。
法
嗣
殿
は
勤
行

後
に
今
後
の
抱
負
を
お
話
し
さ
れ
全
体
が
祝
福
ム
ー
ド
に

包
ま
れ
た
。

午
後
一
時
半
よ
り
鐘
楼
近
く
に
お
い
て
開
山
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
記
念
の
植
樹
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

枯
れ
て
な
く
な
っ
た
三
葉
松
を
復
元
す
る
た
め
護
持
会
役

員
の
発
案
に
よ
り
一
年
前
に
植
樹
さ
れ
た
三
葉
松
の
土
入

れ
を
行
な
い
、
同
時
に
記
念
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
。

参
列
者
は
護
持
会
役
員
十
名
ほ
ど
で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
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二
八
頁

五
月
二
十
六
日

奉
讃
法
会
の
お
説
教
は
藤
浦
弘
導
師
で
あ
っ
た
。

午
後
一
時
半
か
ら
の
講
演
は
仏
像
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー

田
中
ひ
ろ
み
さ
ん
に
よ
る
「
仏
像
の
楽
し
い
見
方
」
で
あ

っ
た
。
田
中
氏
は
仏
像
と
菩
薩
の
違
い
、
ま
た
印
や
持
物

な
ど
仏
像
の
種
類
と
特
徴
を
細
か
く
お
話
し
さ
れ
た
。

五
月
二
十
七
日

午
前
九
時
よ
り
大
玄
関
出
発
で
御
参
廟
が
行
わ
れ
た
。

十
一
時
か
ら
の
奉
讃
法
会
お
説
教
は
梅
林
久
高
師
で
あ
っ

た
。
特
別
講
演
は
大
阪
四
天
王
寺
主
宗
務
総
長
南
谷
恵
敬

師
に
よ
る
「
聖
徳
太
子
信
仰
―
飛
鳥
時
代
か
ら
現
代
－
」

と
い
う
講
題
で
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
映
像
を
交
え
お
話
を

さ
れ
た
。
御
影
堂
の
荘
厳
に
つ
い
て
は
如
来
堂
の
聖
徳
太

子
絵
像
を
御
影
堂
に
移
し
聖
徳
太
子
の
千
四
百
年
忌
を
迎

え
た
。
師
は
聖
徳
太
子
の
一
生
と
事
績
を
紹
介
さ
れ
最
後

に
師
は
聖
徳
太
子
が
大
事
に
し
た
和
の
精
神
は
戦
争
な
ど

の
国
家
的
な
目
的
に
使
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
本
来
は

ハ
ー
モ
ニ
ー
で
あ
り
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
個
性
や
主
義
主

張
を
持
ち
な
が
ら
も
よ
り
良
い
方
向
を
目
指
す
。
そ
れ
が

「
和
」
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
お
話
を
さ
れ
た
。

午
後
三
時
か
ら
は
高
田
高
校
演
奏
会
が
行
わ
れ
た
。
筝

曲
部
、
音
楽
部
、
吹
奏
楽
部
、
放
送
部
の
順
で
ど
の
ク
ラ

ブ
も
こ
の
日
に
向
け
た
練
習
の
成
果
を
発
揮
し
て
い
た
だ

い
た
。

午
後
四
時
か
ら
は
如
来
堂
に
お
い
て
三
河
ス
ー
パ
ー
絵

解
き
座
座
長
梛
野
明
仁
師
に
よ
り
「
聖
徳
太
子
絵
伝
」
の

絵
解
き
が
行
わ
れ
、
多
く
の
方
が
師
の
お
話
し
と
琵
琶
の

音
色
に
感
銘
を
受
け
て
い
た
。

五
月
二
十
八
日

最
終
日
は
聖
徳
太
子
千
四
百
年
奉
讃
法
会
を
厳
修
し

た
。午

前
九
時
か
ら
御
影
堂
に
お
い
て
仏
教
讃
歌
の
集
い
が

行
わ
れ
た
。
日
曜
日
と
い
う
こ
と
も
あ
り
高
田
幼
稚
園
、

高
田
保
育
園
の
年
中
、
年
長
園
児
の
仏
教
讃
歌
の
発
表
会

に
大
勢
の
保
護
者
が
観
覧
を
行
っ
た
。
御
影
堂
に
は
園
児

の
元
気
な
歌
声
が
響
き
渡
っ
た
。
ま
た
コ
ー
ラ
ス
海
は
平

田
聖
子
作
曲
の
和
讃
曲
集
か
ら
六
曲
披
露
し
た
。

十
時
半
か
ら
は
如
来
堂
前
か
ら
行
列
を
組
み
太
子
堂
の

太
子
像
の
前
で
お
勤
め
を
行
っ
た
。

十
一
時
か
ら
の
奉
讃
法
会
の
説
教
は
佐
波
真
教
師
。
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二
五
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開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉
讃
法
会

立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会

中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌
奉
讃
法
会

聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

報

告

親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
か
ら
八
百
五
十
年
と
な
る
本
年
五

月
二
十
一
日
よ
り
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉

讃
法
会
、
立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会
、
中
興
真
慧
上
人

五
百
年
忌
奉
讃
法
会
、
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

の
四
つ
の
奉
讃
法
会
を
「
弥
陀
の
よ
び
声
『
な
も
あ
み
だ

ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
こ
う
」
を
テ
ー
マ
に
八
日
間
に
わ
た

り
厳
か
に
執
り
行
っ
た
。

五
月
二
十
日

法
会
前
日

午
前
十
時
よ
り
稚
児
練
り
が
行
わ
れ
た
。
本
山
で
は
七

年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
定
員
の
三
百
名
を
上
回
る
三

特
別
法
要
事
務
局
だ
よ
り

百
四
名
の
稚
児
と
関
係
者
が
参
加
し
た
。
前
日
に
降
っ
た

雨
が
上
が
り
、
太
鼓
門
か
ら
出
発
し
寺
内
町
を
練
り
歩
き

山
門
か
ら
両
堂
へ
参
拝
す
る
所
定
の
コ
ー
ス
で
行
う
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
出
勤
法
中
十
二
名
ほ
か
消
防
関
係
、

警
備
会
社
、
用
度
講
講
員
等
の
ご
協
力
の
も
と
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
。

御
影
堂
に
お
い
て
正
午
よ
り
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会

が
、
関
係
者
を
招
待
し
執
り
行
っ
た
。

、

、

、

。

内
陣
に
は
両
門
様

維
那

内
局

輪
番
が
出
仕
し
た

、

、

、

中
陣
で
の
参
列
は
専
修
寺
総
代

宗
議
会
議
長

副
議
長

監
正
局
長
等
総
数
四
十
五
名
で
あ
っ
た
。
法
嗣
殿
は
勤
行

後
に
今
後
の
抱
負
を
お
話
し
さ
れ
全
体
が
祝
福
ム
ー
ド
に

包
ま
れ
た
。

午
後
一
時
半
よ
り
鐘
楼
近
く
に
お
い
て
開
山
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
記
念
の
植
樹
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

枯
れ
て
な
く
な
っ
た
三
葉
松
を
復
元
す
る
た
め
護
持
会
役

員
の
発
案
に
よ
り
一
年
前
に
植
樹
さ
れ
た
三
葉
松
の
土
入

れ
を
行
な
い
、
同
時
に
記
念
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
。

参
列
者
は
護
持
会
役
員
十
名
ほ
ど
で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

宗 門 の お 知 ら せ

二
八



二
九
頁

特
別
講
演
は
法
隆
寺
管
長
の
古
谷
正
覚
師
に
よ
り
「
聖

徳
太
子
の
こ
こ
ろ
」
と
題
し
て
お
話
を
さ
れ
た
。
師
は
資

料
を
も
と
に
日
本
書
紀
に
出
て
く
る
太
子
の
記
述
を
紹
介

さ
れ
ま
た
著
名
な
十
七
条
憲
法
の
条
文
を
い
く
つ
か
お
話

し
さ
れ
古
代
か
ら
現
代
に
ま
で
通
じ
る
日
本
仏
教
の
根
底

に
は
聖
徳
太
子
の
お
心
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。

午
後
二
時
半
か
ら
は
如
来
堂
に
お
い
て
長
野
県
郷
土
史

研
究
会
副
会
長
小
林
玲
子
さ
ん
に
よ
り
「
一
光
三
尊
佛
絵

伝
」
の
絵
解
き
が
行
わ
れ
、
如
来
堂
は
満
堂
と
な
っ
た
。

午
後
四
時
か
ら
は
八
日
間
の
締
め
く
く
り
と
し
て
白
子

ウ
イ
ン
ド
シ
ン
フ
ォ
ニ
カ
に
よ
る
演
奏
会
が
総
勢
五
十
三

人
の
参
加
の
も
と
盛
大
に
と
り
行
わ
れ
た

演
奏
曲
は

鷲

。

「

の
舞
う
と
こ
ろ
」
ほ
か
で
最
後
は
会
場
の
ア
ン
コ
ー
ル
に

応
え
て
「
エ
ル
ク
ン
バ
ン
チ
ェ
ロ
」
の
演
奏
で
あ
っ
た
。

最
後
に
宗
務
総
長
が
楽
団
員
並
び
に
参
詣
者
全
員
に
向

け
八
日
間
の
奉
讃
法
会
お
礼
の
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
述
べ

午
後
五
時
四
十
分
に
す
べ
て
の
行
事
を
終
了
し
た
。

別
院
ラ
イ
ブ
配
信
、Y

o
u
T
u
be

配
信

期
間
中
二
十
一
日
、
二
十
二
日
、
二
十
三
日
、
二
十
七

日
、
二
十
八
日
は
本
寺
と
神
戸
、
福
井
、
関
東
、
横
浜
各

別
院
へ
奉
讃
法
会
の
ラ
イ
ブ
配
信
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
本

山
に
お
参
り
出
来
な
い
遠
方
の
檀
信
徒
に
最
寄
り
の
別
院

で
奉
讃
法
会
を
ご
覧
い
た
だ
く
た
め
に
行
っ
た
も
の
。
映

像
や
音
声
に
関
し
て
は
、
地
元
三
重
テ
レ
ビ
放
送
に
業
務

依
頼
を
行
い
、
五
日
間
に
わ
た
り
御
親
教
や
復
演
、
ま
た

御
参
廟
、
特
別
講
演
等
の
ラ
イ
ブ
配
信
を
行
っ
た
。
合
間

に
は
事
前
収
録
し
た
稚
児
練
り
や
、
燈
炬
殿
開
館
時
の
様

子
な
ど
を
放
送
し
、
奉
讃
法
会
の
雰
囲
気
を
別
院
ま
で
届

け
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
方
、Y

o
u

T
u
b
e

配
信
は
連
日
法
会
と
お
説
教
を
配

信
し
一
日
平
均
千
人
越
え
の
視
聴
回
数
で
あ
っ
た
。

新
宝
物
館
オ
ー
プ
ン

二
十
一
日
午
前
九
時
に
新
宝
物
館
（
燈
炬
殿
）
は
開
館

と
な
っ
た
。
奉
讃
法
会
中
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
た
た
め
受

付
テ
ン
ト
に
て
入
館
時
間
指
定
整
理
券
を
配
布
し
た
。
奉

讃
法
会
の
ご
懇
志
と
し
て
二
万
円
以
上
い
た
だ
い
た
檀
信

徒
の
お
名
前
を
ス
ム
ー
ズ
に
探
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
受

付
テ
ン
ト
近
く
に
寺
院
別
の
索
引
と
取
付
位
置
を
図
面
で
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親
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聖
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の
御
誕
生
か
ら
八
百
五
十
年
と
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る
本
年
五

月
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十
一
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り
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
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五
十
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開
宗
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興
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上
人
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忌
奉
讃
法
会
、
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

の
四
つ
の
奉
讃
法
会
を
「
弥
陀
の
よ
び
声
『
な
も
あ
み
だ

ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
こ
う
」
を
テ
ー
マ
に
八
日
間
に
わ
た

り
厳
か
に
執
り
行
っ
た
。

五
月
二
十
日

法
会
前
日

午
前
十
時
よ
り
稚
児
練
り
が
行
わ
れ
た
。
本
山
で
は
七

年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
定
員
の
三
百
名
を
上
回
る
三

特
別
法
要
事
務
局
だ
よ
り

百
四
名
の
稚
児
と
関
係
者
が
参
加
し
た
。
前
日
に
降
っ
た

雨
が
上
が
り
、
太
鼓
門
か
ら
出
発
し
寺
内
町
を
練
り
歩
き

山
門
か
ら
両
堂
へ
参
拝
す
る
所
定
の
コ
ー
ス
で
行
う
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
出
勤
法
中
十
二
名
ほ
か
消
防
関
係
、

警
備
会
社
、
用
度
講
講
員
等
の
ご
協
力
の
も
と
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
。

御
影
堂
に
お
い
て
正
午
よ
り
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会

が
、
関
係
者
を
招
待
し
執
り
行
っ
た
。

、

、

、

。

内
陣
に
は
両
門
様

維
那

内
局

輪
番
が
出
仕
し
た

、

、

、

中
陣
で
の
参
列
は
専
修
寺
総
代

宗
議
会
議
長

副
議
長

監
正
局
長
等
総
数
四
十
五
名
で
あ
っ
た
。
法
嗣
殿
は
勤
行

後
に
今
後
の
抱
負
を
お
話
し
さ
れ
全
体
が
祝
福
ム
ー
ド
に

包
ま
れ
た
。

午
後
一
時
半
よ
り
鐘
楼
近
く
に
お
い
て
開
山
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
記
念
の
植
樹
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

枯
れ
て
な
く
な
っ
た
三
葉
松
を
復
元
す
る
た
め
護
持
会
役

員
の
発
案
に
よ
り
一
年
前
に
植
樹
さ
れ
た
三
葉
松
の
土
入

れ
を
行
な
い
、
同
時
に
記
念
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
。

参
列
者
は
護
持
会
役
員
十
名
ほ
ど
で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
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〇
頁

示
し
た
。
こ
の
た
め
展
示
廊
下
で
の
混
雑
を
避
け
る
こ
と

が
で
き
た
。
入
館
は
四
十
人
ご
と
に
区
切
り
展
示
廊
下
十

五
分
、
Ｖ
Ｒ
シ
ア
タ
ー
十
分
、
展
示
室
十
五
分
の
計
四
十

分
で
行
っ
た
。
新
宝
物
館
の
入
館
者
数
は
一
日
平
均
九
百

五
十
人
で
八
日
間
で
約
八
千
人
と
盛
況
で
あ
っ
た
。

そ
の
他

・
一
般
寺
院
の
出
勤
は
完
全
予
約
制
で
行
っ
た
。
期
間
中

二
十
二
日
、
二
十
三
日
、
二
十
八
日
は
す
べ
て
椅
子
席
の

出
勤
で
行
っ
た
。
八
日
間
の
延
べ
出
勤
者
数
は
百
九
十
人

で
一
日
平
均
約
二
十
四
人
で
あ
っ
た
。

・
対
面
所
で
は
毎
日
呈
茶
が
行
わ
れ
た
、
八
日
間
で
延
べ

人
数
は
八
百
十
三
人
で
あ
っ
た
。
期
間
中
二
十
一
日
、
二

十
七
日
、
二
十
八
日
は
高
田
高
校
の
茶
道
部
の
生
徒
に
よ

る
延
べ
二
十
二
名
の
手
伝
い
を
い
た
だ
い
た
。

・
如
来
堂
で
の
特
別
読
経
の
申
し
込
み
は
九
日
間
で
合
計

二
十
二
件
で
あ
っ
た
。

・
期
間
中
大
講
堂
で
は
十
二
時
半
か
ら
約
一
時
間
特
別
説

教
が
開
明
社
講
員
の
手
伝
い
を
い
た
だ
き
行
わ
れ
た
。
ま

た
午
後
三
時
か
ら
布
教
使
に
よ
る
法
話
大
会
が
行
わ
れ

た
。

・
二
十
一
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
の
間
、
通
天
前
を
中
心

に
高
田
派
仏
教
保
育
協
会
加
盟
園
の
幼
稚
園
児
や
保
育
園

児
並
び
に
高
田
福
祉
施
設
利
用
者
の
方
々
に
塗
り
絵
を
い

「

」

。

た
だ
き

竹
あ
か
り
～
浄
土
の
ひ
か
り
～

を
点
灯
し
た

ま
た
、
竹
あ
か
り
の
灯
る
中
で
雅
楽
倶
楽
部
雅
に
よ
る
演

奏
会
、
そ
の
後
仙
台
か
ら
来
て
も
ら
っ
た
ソ
ニ
ド
デ
ル
ビ

エ
ン
ト
＆
渡
辺
圭
一
に
よ
る
演
奏
会
を
如
来
堂
前
で
行
っ

た
。
多
く
の
参
詣
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。

・
ス
ト
リ
ー
ト
ピ
ア
ノ
は
二
十
一
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で

の
午
前
十
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
の
間
山
門
に
て
行
っ

た
。

・
高
田
会
館
ホ
ー
ル
・
ロ
ビ
ー
に
お
い
て
二
十
日
か
ら
二

十
八
日
ま
で
、
物
産
展
を
開
催
し
た
。
特
に
二
十
五
日
か

ら
二
十
八
日
の
間
は
津
市
と
津
市
友
好
姉
妹
都
市
上
富
良

野
町
物
産
展
を
開
催
し
、
四
日
間
で
仕
込
ん
だ
在
庫
が
ほ

ぼ
完
売
と
な
る
な
ど
盛
況
で
あ
っ
た
。
会
場
で
は
パ
ネ
ル

で
上
富
良
野
町
の
観
光
Ｐ
Ｒ
も
行
っ
た
。

・
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
を
四
十
台
手
配
し
高
田
会
館
ホ
ー
ル
軒

下
に
設
置
し
た
。
稚
児
練
り
の
あ
っ
た
二
十
日
だ
け
で
は

な
く
期
間
中
売
り
上
げ
が
好
調
で
あ
っ
た
。
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。
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で
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一
頁

総
括奉

讃
法
会
前
日
を
入
れ
て
延
べ
九
日
間
、
天
候
に
も
恵

ま
れ
て
一
日
平
均
二
千
人
延
べ
二
万
人
も
の
方
に
ご
縁
を

結
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
団
体
参
拝
の
件
数

は
三
十
七
件
で
八
百
八
十
四
名
で
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
一
応
の
収
束
を
見
せ

て
い
た
た
め
当
初
の
予
定
通
り
法
会
を
お
勤
め
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
一
般
寺
院
住
職
、
衆
徒
を
は
じ
め
護
持

、

、

、

、

、

会

各
講
社

高
田
学
宛

高
田
幼
稚
園

高
田
保
育
園

一
身
田
商
工
会
等
各
団
体
の
皆
様
の
ご
尽
力
、
ご
協
力
、

ご
支
援
の
賜
物
と
感
謝
い
た
し
ま
す
。

ま
た
多
く
の
方
々
に
ご
縁
を
結
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た

こ
と
を
感
謝
申
し
上
げ
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。

興
学
布
教
研
究
大
会
報
告

高
田
教
学
に
関
す
る
研
究
・
布
教
の
振
興
を
目
的
と
し

て
、
例
年
、
四
月
二
十
九
日
（
昭
和
の
日
）
に
開
催
さ
れ

て
い
る
「
高
田
派
興
学
布
教
研
究
大
会
」
は
、
高
田
派
随

一
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
大
会
で
あ
る
が
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
昨
年
同
様
に
、
会
場
は
高
田

会
館
ホ
ー
ル
を
使
用
し
、
開
始
時
間
を
早
め
、
発
表
後
に

十
分
の
休
憩
を
は
さ
ん
で
の
質
疑
応
答
と
な
り
、
昼
食
前

に
終
了
し
た
。

午
前
九
時
十
五
分
よ
り
開
始
。
御
法
主
か
ら
お
言
葉
を

い
た
だ
き
、
引
き
続
き
、
次
の
講
題
で
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分

の
持
ち
時
間
に
よ
る
発
表
で
あ
っ
た
。

真
慧
上
人
か
ら
学
ぶ松

阪
市

法
性
寺
住
職

真
置
徳
海

「
真
慧
上
人
御
書
」
の
教
学
、
伝
道
的
特
徴

岡
崎
市

聖
洞
寺
住
職

島

義
恵

節
談
説
教

津

市

大
円
寺
住
職

髙
島
光
憲

そ
の
後
の
質
疑
応
答
で
は
、
こ
れ
も
例
年
通
り
、
出
席

者
よ
り
貴
重
な
質
問
や
感
想
を
い
た
だ
き
、
教
学
研
究
・

布
教
に
熱
心
な
方
々
に
よ
っ
て
本
年
の
大
会
を
無
事
に
終
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る
本
年
五

月
二
十
一
日
よ
り
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉

讃
法
会
、
立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会
、
中
興
真
慧
上
人

五
百
年
忌
奉
讃
法
会
、
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

の
四
つ
の
奉
讃
法
会
を
「
弥
陀
の
よ
び
声
『
な
も
あ
み
だ

ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
こ
う
」
を
テ
ー
マ
に
八
日
間
に
わ
た

り
厳
か
に
執
り
行
っ
た
。

五
月
二
十
日

法
会
前
日

午
前
十
時
よ
り
稚
児
練
り
が
行
わ
れ
た
。
本
山
で
は
七

年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
定
員
の
三
百
名
を
上
回
る
三

特
別
法
要
事
務
局
だ
よ
り

百
四
名
の
稚
児
と
関
係
者
が
参
加
し
た
。
前
日
に
降
っ
た

雨
が
上
が
り
、
太
鼓
門
か
ら
出
発
し
寺
内
町
を
練
り
歩
き

山
門
か
ら
両
堂
へ
参
拝
す
る
所
定
の
コ
ー
ス
で
行
う
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
出
勤
法
中
十
二
名
ほ
か
消
防
関
係
、

警
備
会
社
、
用
度
講
講
員
等
の
ご
協
力
の
も
と
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
。

御
影
堂
に
お
い
て
正
午
よ
り
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会

が
、
関
係
者
を
招
待
し
執
り
行
っ
た
。

、

、

、

。

内
陣
に
は
両
門
様

維
那

内
局

輪
番
が
出
仕
し
た

、

、

、

中
陣
で
の
参
列
は
専
修
寺
総
代

宗
議
会
議
長

副
議
長

監
正
局
長
等
総
数
四
十
五
名
で
あ
っ
た
。
法
嗣
殿
は
勤
行

後
に
今
後
の
抱
負
を
お
話
し
さ
れ
全
体
が
祝
福
ム
ー
ド
に

包
ま
れ
た
。

午
後
一
時
半
よ
り
鐘
楼
近
く
に
お
い
て
開
山
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
記
念
の
植
樹
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

枯
れ
て
な
く
な
っ
た
三
葉
松
を
復
元
す
る
た
め
護
持
会
役

員
の
発
案
に
よ
り
一
年
前
に
植
樹
さ
れ
た
三
葉
松
の
土
入

れ
を
行
な
い
、
同
時
に
記
念
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
。

参
列
者
は
護
持
会
役
員
十
名
ほ
ど
で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
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え
る
こ
と
が
で
き
た
。

発
表
者
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後
日
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発
表
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内
容
を
ま
と
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て
い

た
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き
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次
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。

真
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学
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阪
市

法
性
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住
職
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置
徳
海

１
．
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、
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祖
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野

袈
裟
や
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り
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田
門
徒

の
リ
ー
ダ
ー
と
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線
の
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田
の
寺
々
』
で
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と
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田
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の
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寺
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約
六
五
〇
ヶ
寺
あ
り
、
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三
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約
四

〇
〇
ヶ
寺
、
県
外
に
は
約
二
五
〇
ケ
寺
ほ
ど
あ
る
が
、
三

重
県
内
の
約
四
〇
〇
ヶ
寺
の
内
、
一
六
一
ヶ
寺
が
他
宗
、

他
派
か
ら
転
派
さ
れ
て
お
り
、
主
に
天
台
宗
・
真
言
宗
か

ら
転
派
、
転
宗
さ
れ
て
、
真
言
宗
か
ら
の
転
宗
が
多
い
よ

う
に
感
じ
た
。
こ
れ
ほ
ど
転
派
、
転
宗
が
多
か
っ
た
の
は

真
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上
人
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伊
勢
の
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で
の
情
熱
的
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教
化
の
賜
物
に

よ
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た
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の
と
思
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す
。
更
に
は
当
時
の
時
代
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は
室
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末
期
の
混
乱
し
た
時
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で
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り
、
本
山
、
末

寺
の
関
係
も
ゆ
る
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。

２
．
蓮
如
上
人
と
の
確
執

当
時
、
蓮
如
上
人
と
真
慧
上
人
は
同
じ
真
宗
の
リ
ー
ダ

ー
同
士
交
流
が
あ
り
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し
た
が
、
お
互
い
に
門
弟
の
取
り

合
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は
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ま
し
ょ
う
と
い
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取
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し
て
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た
に
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、
蓮
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田

の
末
寺
を
取
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て
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こ
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よ
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二
人
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関
係
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悪
化
し
て
い
っ
た
。
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来
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、
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叡
山
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よ
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大
谷
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願
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事
件
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あ
る
。
当
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の
本
願
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延
暦
寺
の
末
寺
で
あ
り
な
が
ら
、
天
台
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異
な
る
教
え
を

広
め
民
衆
を
惑
わ
し
て
い
る
と
い
う
の
が
弾
圧
の
理
由
と

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
念
仏
を
称
え
て
い
れ
ば
何
を
し
て

も
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い
と
い
う
誤
っ
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え
が
広
ま
っ
て
い
き
、
こ
の
事

か
ら
本
願
寺
は
無
碍
光
流
と
呼
ば
れ
、
蓮
如
上
人
も
各
地

を
転
々
と
し
追
わ
れ
る
身
と
な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。
そ
の

際
に
真
慧
上
人
は
一
人
で
比
叡
山
に
登
り
、
高
田
派
は
無

碍
光
流
と
は
無
関
係
だ
と
い
う
事
を
主
張
し
て
い
る
。
そ

宗 門 の お 知 ら せ

二
五
頁

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉
讃
法
会

立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会

中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌
奉
讃
法
会

聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

報

告

親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
か
ら
八
百
五
十
年
と
な
る
本
年
五

月
二
十
一
日
よ
り
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉

讃
法
会
、
立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会
、
中
興
真
慧
上
人

五
百
年
忌
奉
讃
法
会
、
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

の
四
つ
の
奉
讃
法
会
を
「
弥
陀
の
よ
び
声
『
な
も
あ
み
だ

ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
こ
う
」
を
テ
ー
マ
に
八
日
間
に
わ
た

り
厳
か
に
執
り
行
っ
た
。

五
月
二
十
日

法
会
前
日

午
前
十
時
よ
り
稚
児
練
り
が
行
わ
れ
た
。
本
山
で
は
七

年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
定
員
の
三
百
名
を
上
回
る
三

特
別
法
要
事
務
局
だ
よ
り

百
四
名
の
稚
児
と
関
係
者
が
参
加
し
た
。
前
日
に
降
っ
た

雨
が
上
が
り
、
太
鼓
門
か
ら
出
発
し
寺
内
町
を
練
り
歩
き

山
門
か
ら
両
堂
へ
参
拝
す
る
所
定
の
コ
ー
ス
で
行
う
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
出
勤
法
中
十
二
名
ほ
か
消
防
関
係
、

警
備
会
社
、
用
度
講
講
員
等
の
ご
協
力
の
も
と
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
。

御
影
堂
に
お
い
て
正
午
よ
り
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会

が
、
関
係
者
を
招
待
し
執
り
行
っ
た
。

、

、

、

。

内
陣
に
は
両
門
様

維
那

内
局

輪
番
が
出
仕
し
た

、

、

、

中
陣
で
の
参
列
は
専
修
寺
総
代

宗
議
会
議
長

副
議
長

監
正
局
長
等
総
数
四
十
五
名
で
あ
っ
た
。
法
嗣
殿
は
勤
行

後
に
今
後
の
抱
負
を
お
話
し
さ
れ
全
体
が
祝
福
ム
ー
ド
に

包
ま
れ
た
。

午
後
一
時
半
よ
り
鐘
楼
近
く
に
お
い
て
開
山
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
記
念
の
植
樹
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

枯
れ
て
な
く
な
っ
た
三
葉
松
を
復
元
す
る
た
め
護
持
会
役

員
の
発
案
に
よ
り
一
年
前
に
植
樹
さ
れ
た
三
葉
松
の
土
入

れ
を
行
な
い
、
同
時
に
記
念
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
。

参
列
者
は
護
持
会
役
員
十
名
ほ
ど
で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

宗 門 の お 知 ら せ

三
二



三
三
頁

れ
が
認
め
ら
れ
比
叡
山
か
ら
阿
弥
陀
如
来
像
を
賜
っ
て
い

る
。
こ
れ
を
「
証
拠
の
如
来
」
と
し
本
山
の
如
来
堂
の
御

本
尊
と
し
て
安
置
さ
れ
て
い
る
。

３
．
上
人
の
御
書
よ
り

真
慧
上
人
の
御
書
で
あ
る

永
正
規
則

の
中
に

一

「

」

、「

本
寺
、
二
善
知
識
、
三
信
心
、
四
念
仏
、
是
肝
要
也
」
と

書
か
れ
て
あ
る
よ
う
に
、
一
番
に
本
寺
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
大
谷
本
願
寺
破
却
事
件
の
際
に
蓮

如
上
人
は
追
わ
れ
る
身
で
各
地
を
転
々
と
し
て
お
り
帰
る

べ
き
本
寺
と
い
う
拠
り
所
が
当
時
は
無
か
っ
た
が
、
高
田

派
の
真
慧
上
人
は
栃
木
の
真
岡
市
に
帰
る
べ
き
本
寺
が
あ

る
。
他
力
念
仏
の
ふ
る
さ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
出
来

事
が
あ
っ
た
為
、
真
慧
上
人
は
一
に
本
寺
で
あ
る
と
述
べ

ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

４
．
結
び

こ
の
度
の
ご
緑
に
よ
っ
て

「
真
慧
上
人
に
学
ぶ
」
の

、

中
で

「
口
称
三
昧
」
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
か

、

。

「

」

、

と
考
え
た

阿
弥
陀
仏
の

本
願
成
就

を
よ
く
聞
い
て

自
分
は
疑
い
な
が
ら
で
も
お
念
仏
を
称
え
る
こ
と
、
そ
れ

が
私
の
「
口
称
三
昧
」
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
当

時

「
口
称
三
昧
」
を
呼
び
掛
け
て
い
た
の
に
は
、
当
時

、
の
時
代
背
景
で
は
難
し
い
言
葉
で
は
通
じ
な
か
っ
た
か
も

し
れ
ず

「
お
念
仏
を
と
な
え
ま
し
ょ
う
」
と
易
し
く
呼

、

び
掛
け
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た

「
聞
く
」
と

、

い
う
は
「
聴
聞
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
本
願
他
力
の
お

念
仏
の
働
き
を
聞
く
こ
と
で
あ
り
、
世
間
話
を
聞
く
の
で

は
な
く
、
阿
弥
陀
佛
の
言
葉
を
聞
く
と
い
う
こ
と
を
、
こ

の
度
、
改
め
て
学
ば
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
あ
り
ま

す
。参

照
と
し
て
は

『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
に
「
拝
見
奉

、

讃
の
人
者

南
無
阿
弥
陀
仏

唱
う
可
し
唱
う
可
し

建

長
七
歳
己
卯
十
一
月
晦
日
之
を
書
く

愚
禿
親
鸞

八
十

三
歳

（

真
宗
高
田
派
聖
典
六
七
八
頁

）
と
あ
り
、
こ

」
『

』

れ
は
、
声
に
出
し
聞
く
、
そ
こ
に
言
葉
の
不
思
議
な
力
が

あ
り
、
響
き
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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れ
を
行
な
い
、
同
時
に
記
念
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
。

参
列
者
は
護
持
会
役
員
十
名
ほ
ど
で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
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三
四
頁

「
真
慧
上
人
御
書
」
の
教
学
、
伝
道
的
特
徴

岡
崎
市

聖
洞
寺
住
職

島

義
恵

真
慧
上
人(

一
四
三
四
～
一
五
一
二)

は
、
真
宗
高
田
派

第
十
世
で
あ
り
、
当
派
に
お
け
る
中
興
の
祖
で
あ
る
。
高

田
派
に
お
け
る
御
書
の
始
ま
り
は
、
こ
の
真
慧
上
人
か
ら

で
あ
り
、
こ
れ
は
同
時
代
の
蓮
如
上
人
が
御
文
・
御
文
章

と
呼
ば
れ
る
書
簡
形
式
の
文
書
伝
道
に
よ
っ
て
、
多
く
の

門
弟
や
民
衆
を
教
化
し
成
果
を
あ
げ
て
い
た
こ
と
に
触
発

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

御
書
が
記
し
始
め
ら
れ
た
頃
、
真
慧
上
人
は
応
真
上
人

へ
専
修
寺
の
住
持
を
譲
っ
て
い
た
が
、
伊
勢
に
お
い
て
直

参
門
徒
の
道
場
に
名
号
や
自
ら
が
考
案
し
た
野
袈
裟
を
積

極
的
に
書
き
与
え
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
。

真
慧
上
人
の
御
書
と
蓮
如
上
人
の
御
文
の
違
い
は
、
蓮

如
上
人
が
大
量
の
御
文
を
各
地
で
書
き
与
え
て
教
化
の
主

軸
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
伊
勢
地
方
の
自
身
と
ゆ
か

り
の
あ
る
寺
院
に
自
ら
御
書
を
集
成
し
て
与
え
て
い
る
点

で
あ
る
。
巻
子
本
の
御
書
は
、
多
く
の
人
に
聞
か
せ
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
制
作
、
集
成
さ
れ
て
、
巻
頭
に
自
身
の

花
押
を
記
す
こ
と
で
御
書
自
体
は
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
も
、
真
慧
自
身
が
認
め
て
い
る
公
的
な
文
章
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

真
慧
上
人
御
書
の
特
徴
は
、

①
本
願
を
疑
い
な
く
信
じ
て
念
仏
す
る

巻
子
本
二
通
目
、

も
と
よ
り
罪
障
深
重
の
悪
機
を
、
弥
陀
如
来
一
十
念

の
称
名
の
本
願
を
も
っ
て
、
か
た
じ
け
な
く
も
安
養

の
浄
刹
に
往
生
せ
し
め
給
う
ゆ
え
に
、
か
の
誓
願
に

ま
か
せ
て
疑
わ
ず
念
仏
す
べ
き
も
の
な
り

巻
子
本
四
通
目
、

我
ら
ご
と
き
の
在
家
愚
痴
の
と
も
が
ら
は
、
念
仏
申

せ
ば
弥
陀
の
御
本
願
に
乗
じ
て
、
後
生
に
は
極
楽
に

往
生
し
仏
に
な
る
ぞ
と
、
あ
り
が
た
く
と
う
と
く
思

い
と
る
一
念
の
信
心
定
ま
る
と
き
、
弥
陀
如
来
の
心

光
に
摂
護
せ
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
仏
に
な
る
と
心
得

る
き
ざ
み
、
現
身
に
往
生
を
証
得
し
、
命
終
る
き
ざ

み
、
浄
土
に
往
生
す
る
な
り

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
願
に
誓
わ
れ
た
念
仏
に
よ
っ
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二
五
頁

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉
讃
法
会

立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会

中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌
奉
讃
法
会

聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

報

告

親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
か
ら
八
百
五
十
年
と
な
る
本
年
五

月
二
十
一
日
よ
り
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉

讃
法
会
、
立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会
、
中
興
真
慧
上
人

五
百
年
忌
奉
讃
法
会
、
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

の
四
つ
の
奉
讃
法
会
を
「
弥
陀
の
よ
び
声
『
な
も
あ
み
だ

ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
こ
う
」
を
テ
ー
マ
に
八
日
間
に
わ
た

り
厳
か
に
執
り
行
っ
た
。

五
月
二
十
日

法
会
前
日

午
前
十
時
よ
り
稚
児
練
り
が
行
わ
れ
た
。
本
山
で
は
七

年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
定
員
の
三
百
名
を
上
回
る
三

特
別
法
要
事
務
局
だ
よ
り

百
四
名
の
稚
児
と
関
係
者
が
参
加
し
た
。
前
日
に
降
っ
た

雨
が
上
が
り
、
太
鼓
門
か
ら
出
発
し
寺
内
町
を
練
り
歩
き

山
門
か
ら
両
堂
へ
参
拝
す
る
所
定
の
コ
ー
ス
で
行
う
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
出
勤
法
中
十
二
名
ほ
か
消
防
関
係
、

警
備
会
社
、
用
度
講
講
員
等
の
ご
協
力
の
も
と
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
。

御
影
堂
に
お
い
て
正
午
よ
り
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会

が
、
関
係
者
を
招
待
し
執
り
行
っ
た
。

、

、

、

。

内
陣
に
は
両
門
様

維
那

内
局

輪
番
が
出
仕
し
た

、

、

、

中
陣
で
の
参
列
は
専
修
寺
総
代

宗
議
会
議
長

副
議
長

監
正
局
長
等
総
数
四
十
五
名
で
あ
っ
た
。
法
嗣
殿
は
勤
行

後
に
今
後
の
抱
負
を
お
話
し
さ
れ
全
体
が
祝
福
ム
ー
ド
に

包
ま
れ
た
。

午
後
一
時
半
よ
り
鐘
楼
近
く
に
お
い
て
開
山
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
記
念
の
植
樹
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

枯
れ
て
な
く
な
っ
た
三
葉
松
を
復
元
す
る
た
め
護
持
会
役

員
の
発
案
に
よ
り
一
年
前
に
植
樹
さ
れ
た
三
葉
松
の
土
入

れ
を
行
な
い
、
同
時
に
記
念
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
。

参
列
者
は
護
持
会
役
員
十
名
ほ
ど
で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
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三
五
頁

て
衆
生
の
往
生
は
定
ま
る
と
信
じ
て
念
仏
す
る
こ
と
を
勧

め
て
い
る
。

②
本
寺
と
善
知
識
の
崇
敬

巻
子
本
一
通
目

肝
要
は
本
寺
崇
敬
の
心
を
も
っ
て
直
説
善
知
識
を
深

く
敬
い
本
願
の
名
号
を
尊
く
思
い

浄
光
寺
蔵
自
筆
本

た
つ
ね
ら
れ
候
た
う
り
う
の
信
心
の
事
、
本
寺
を
存

知
し
、
直
説
善
知
識
を
か
た
し
け
な
く
お
も
ひ
、
弥

陀
の
名
号
を
き
き
ゑ

本
寺
と
善
知
識
の
崇
敬
を
強
調
し
た
背
景
に
は
、
巻
子
本

三
通
目
に
、

そ
の
方
念
仏
者
の
中
に
、
本
寺
を
本
に
し
て
、
弥
陀

の
御
法
を
次
に
す
る
や
か
ら
も
あ
り
。
ま
た
は
弥
陀

を
本
に
し
て
、
本
寺
を
捨
つ
る
と
も
が
ら
も
あ
り
。

こ
れ
み
な
い
ず
れ
も
悪
見
な
り
。

ま
た
「
永
正
規
則
」
に
は
、

つ
ら
つ
ら
当
門
流
の
坊
主
衆
の
覚
悟
を
み
る
に
、
利

、

、

養
狂
惑
の
見
に
住
し
て

流
祖
上
人
の
掟
に
そ
む
き

自
由
の
悪
見
に
よ
り
て
末
弟
等
を
虚
妄
し
、
み
だ
り

が
わ
し
く
法
意
を
か
す
む
る
条
、
い
わ
れ
無
き
次
第

な
り
。

と
あ
り
、
門
弟
の
中
に
高
田
の
流
儀
に
背
く
者
が
現
れ
る

事
態
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
真
慧
上
人
は
、
掟
に
反

す
る
者
か
ら
門
弟
を
直
参
と
し
て
受
け
入
れ
る
と
い
う
対

応
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
掲
げ
ら
れ
た
の
が

本
寺
と
善
知
識
の
崇
敬
で
あ
る
。

③
高
田
の
立
ち
位
置
を
示
す

「

」、

真
慧
上
人
は
巻
子
本
二
通
目
で

浄
土
宗
専
修
門
流

六
通
目
で
は
「
い
ま
浄
土
宗
の
心
は
」
と
御
書
を
書
き
始

め
て
い
る
。
こ
れ
は
他
の
歴
代
御
書
に
は
見
ら
れ
な
い
表

記
で
あ
る
。
先
の
「
永
正
規
則
」
の
続
き
に
、
浄
土
宗
他

派
の
教
え
を
高
田
の
教
え
に
取
り
入
れ
る
者
が
あ
り
、
そ

れ
は
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
背
く
こ
と
だ
と
述
べ
、
同
じ
法

然
門
下
で
あ
っ
て
も
教
義
の
理
解
は
様
々
で
あ
り
、
高
田

の
門
流
は
高
田
の
領
解
を
深
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と

誡
め
て
い
る

『
顕
正
流
義
鈔
』
に
は
「
ま
こ
と
に
弥
陀

。

・
釈
迦
・
諸
仏
の
御
本
懐
、
善
導
・
法
然
・
親
鸞
三
師
の

御
素
意
、
符
合
し
て
正
像
末
の
三
時
の
機
根
を
か
が
み
、
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二
五
頁

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉
讃
法
会

立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会

中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌
奉
讃
法
会

聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

報

告

親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
か
ら
八
百
五
十
年
と
な
る
本
年
五

月
二
十
一
日
よ
り
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉

讃
法
会
、
立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会
、
中
興
真
慧
上
人

五
百
年
忌
奉
讃
法
会
、
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

の
四
つ
の
奉
讃
法
会
を
「
弥
陀
の
よ
び
声
『
な
も
あ
み
だ

ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
こ
う
」
を
テ
ー
マ
に
八
日
間
に
わ
た

り
厳
か
に
執
り
行
っ
た
。

五
月
二
十
日

法
会
前
日

午
前
十
時
よ
り
稚
児
練
り
が
行
わ
れ
た
。
本
山
で
は
七

年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
定
員
の
三
百
名
を
上
回
る
三

特
別
法
要
事
務
局
だ
よ
り

百
四
名
の
稚
児
と
関
係
者
が
参
加
し
た
。
前
日
に
降
っ
た

雨
が
上
が
り
、
太
鼓
門
か
ら
出
発
し
寺
内
町
を
練
り
歩
き

山
門
か
ら
両
堂
へ
参
拝
す
る
所
定
の
コ
ー
ス
で
行
う
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
出
勤
法
中
十
二
名
ほ
か
消
防
関
係
、

警
備
会
社
、
用
度
講
講
員
等
の
ご
協
力
の
も
と
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
。

御
影
堂
に
お
い
て
正
午
よ
り
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会

が
、
関
係
者
を
招
待
し
執
り
行
っ
た
。

、

、

、

。

内
陣
に
は
両
門
様

維
那

内
局

輪
番
が
出
仕
し
た

、

、

、

中
陣
で
の
参
列
は
専
修
寺
総
代

宗
議
会
議
長

副
議
長

監
正
局
長
等
総
数
四
十
五
名
で
あ
っ
た
。
法
嗣
殿
は
勤
行

後
に
今
後
の
抱
負
を
お
話
し
さ
れ
全
体
が
祝
福
ム
ー
ド
に

包
ま
れ
た
。

午
後
一
時
半
よ
り
鐘
楼
近
く
に
お
い
て
開
山
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
記
念
の
植
樹
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

枯
れ
て
な
く
な
っ
た
三
葉
松
を
復
元
す
る
た
め
護
持
会
役

員
の
発
案
に
よ
り
一
年
前
に
植
樹
さ
れ
た
三
葉
松
の
土
入

れ
を
行
な
い
、
同
時
に
記
念
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
。

参
列
者
は
護
持
会
役
員
十
名
ほ
ど
で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
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三
六
頁

相
応
の
法
を
与
え
給
う
が
ゆ
え
な
り

と
あ
り

ま
た

鸞

」

、

「

上
人
の
御
在
世
の
掟
に
任
せ
、
真
仏
・
顕
智
の
御
相
伝
の

旨
を
も
ち
て
、
経
論
釈
を
証
と
し
て
決
判
に
及
ば
ん
」
と

、

、

、

、

、

述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

弥
陀

釈
迦

善
導

法
然

親
鸞
、
真
仏
、
顕
智
と
相
承
さ
れ
て
き
た
本
願
念
仏
の
教

え
を
守
り
伝
え
て
い
く
の
が
高
田
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
。

以
上
、
真
慧
上
人
の
御
書
に
つ
い
て
そ
の
特
徴
が
表
れ

て
い
る
箇
所
か
ら
、
御
書
の
制
作
目
的
や
真
慧
上
人
の
考

え
る
本
寺
や
僧
侶
の
在
り
方
の
一
端
を
み
て
き
た
。
蓮
如

上
人
が
、
自
ら
の
言
葉
で
も
っ
て
、
あ
る
意
味
自
由
に
法

を
説
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、
真
慧
上
人
に
は
伝
統
を
守

っ
て
い
る
と
い
う
意
識
の
も
と
で
御
書
を
制
作
し
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
正
し
く
伝
え
る
た
め

で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
教
団
内
部
の
問
題
と
教

団
を
取
り
巻
く
情
勢
に
対
応
す
る
た
め
に
配
慮
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

節
談
の
燈

津

市

大
円
寺
住
職

髙
島
光
憲

は
じ
め
に

節
談
説
教
（
ふ
し
だ
ん
せ
っ
き
ょ
う
）
と
は
、
真
宗
に

伝
わ
る
説
教
技
法
で

「
五
段
法
」
を
用
い
、
七
五
調
の

、

抑
揚
（
節
）
を
付
け
る
説
教
を
言
う
。
現
代
主
流
の
「
法

話
（
比
較
的
自
由
度
が
高
く
、
定
ま
っ
た
型
を
持
た
な

い

」
や
「
講
義
（
い
わ
ゆ
る
学
校
の
授
業
の
形
式
を
取

。
）

り

「
学
び
」
を
主
と
し
た
学
術
的
手
法

」
と
は
、
大
き

、

）

く
異
な
る
。
ま
た
、
混
同
さ
れ
や
す
い
「
説
経
節
」
の
よ

う
に
、
歌
っ
て
踊
る
こ
と
は
な
く
、
楽
器
を
用
い
る
こ
と

も
な
い
。
高
座
に
座
し
、
身
振
り
手
振
り
と
語
り
の
み
で

表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
度
は
「
興
学
布
教
研
究
大
会
」
に
て
、
節
談
説
教

を
実
演
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
で
は
、
改
め
て
節
談

説
教
を
歴
史
的
に
概
観
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
思
う
。
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ゆ
こ
う
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を
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マ
に
八
日
間
に
わ
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り
厳
か
に
執
り
行
っ
た
。

五
月
二
十
日

法
会
前
日

午
前
十
時
よ
り
稚
児
練
り
が
行
わ
れ
た
。
本
山
で
は
七

年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
定
員
の
三
百
名
を
上
回
る
三

特
別
法
要
事
務
局
だ
よ
り

百
四
名
の
稚
児
と
関
係
者
が
参
加
し
た
。
前
日
に
降
っ
た

雨
が
上
が
り
、
太
鼓
門
か
ら
出
発
し
寺
内
町
を
練
り
歩
き

山
門
か
ら
両
堂
へ
参
拝
す
る
所
定
の
コ
ー
ス
で
行
う
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
出
勤
法
中
十
二
名
ほ
か
消
防
関
係
、

警
備
会
社
、
用
度
講
講
員
等
の
ご
協
力
の
も
と
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
。

御
影
堂
に
お
い
て
正
午
よ
り
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会

が
、
関
係
者
を
招
待
し
執
り
行
っ
た
。

、

、

、

。

内
陣
に
は
両
門
様

維
那

内
局

輪
番
が
出
仕
し
た

、

、

、

中
陣
で
の
参
列
は
専
修
寺
総
代

宗
議
会
議
長

副
議
長

監
正
局
長
等
総
数
四
十
五
名
で
あ
っ
た
。
法
嗣
殿
は
勤
行

後
に
今
後
の
抱
負
を
お
話
し
さ
れ
全
体
が
祝
福
ム
ー
ド
に

包
ま
れ
た
。

午
後
一
時
半
よ
り
鐘
楼
近
く
に
お
い
て
開
山
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
記
念
の
植
樹
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

枯
れ
て
な
く
な
っ
た
三
葉
松
を
復
元
す
る
た
め
護
持
会
役

員
の
発
案
に
よ
り
一
年
前
に
植
樹
さ
れ
た
三
葉
松
の
土
入

れ
を
行
な
い
、
同
時
に
記
念
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
。

参
列
者
は
護
持
会
役
員
十
名
ほ
ど
で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
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三
七
頁

１
．
節
談
の
起
源

①
安
居
院
流
と
節
談
の
関
係

言
葉
に
抑
揚
を
付
け
た
説
教
は
、
特
に
平
安
時
代
末
期

か
ら
天
台
宗
の
僧
侶
の
澄
憲
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
「
安
居

院
流
（
あ
ぐ
い
り
ゅ
う

」
と
寛
元
年
間
に
、
園
城
寺
の

）

定
円
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
三
井
寺
流
が
、
二
大
流
派
と
し

て
成
立
し
て
い
く
。

、

、

そ
し
て

安
居
院
流
の
澄
憲
の
子
が
聖
覚
法
印
で
あ
り

後
に
法
然
門
下
へ
安
居
院
流
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
と
な

る

『
唯
信
鈔
』
に
示
さ
れ
た
御
教
え
を
安
居
院
流
で
も

。
っ
て
伝
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
よ
り
、
真
宗
に

伝
わ
る
節
談
は
安
居
院
流
を
ル
ー
ツ
と
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

②
節
談
と
親
鸞
聖
人

ま
た
、
親
鸞
聖
人
も
『
唯
信
鈔
』
を
熟
読
す
る
よ
う
弟

、

『

』

、

子
に
求
め

自
ら
註
釈
書

唯
信
鈔
文
意

を
著
す
な
ど

聖
覚
法
印
を
慕
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
御
開
山

も
、
安
居
院
の
流
れ
を
く
ん
だ
説
教
を
な
さ
れ
た
こ
と
と

う
か
が
え
る
。
七
五
調
の
言
葉
で
も
っ
て
数
多
く
の
御
和

讃
を
あ
ら
わ
し
く
だ
さ
っ
た
点
か
ら
も
、
そ
れ
は
大
き
く

頷
け
る
。

そ
れ
を
考
え
る
に
、
専
修
寺
御
影
堂
に
て
、
御
開
山
の

御
影
を
背
に
し
て
高
座
へ
座
し
、
御
開
山
よ
り
伝
わ
る
安

居
院
を
ル
ー
ツ
と
す
る
節
談
説
教
を
す
る
こ
と
は
、
な
ん

と
も
感
慨
深
い
こ
と
で
あ
る
。
私
は
ひ
そ
か
に
こ
の
こ
と

を
喜
び
、
深
く
噛
み
締
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

２
．
節
談
の
歩
み

①
節
談
と
芸
能

節
談
説
教
は
、
江
戸
時
代
に
発
展
し
て
い
く
。
同
時
期

に
講
談
・
落
語
な
ど
も
発
展
し
て
い
く
。
よ
く
、
節
談
が

そ
れ
ら
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
時
代
的
に
考

え
る
と
、
ル
ー
ツ
と
言
う
よ
り
、
互
い
に
影
響
を
与
え
た

存
在
と
言
え
る
。
一
説
に
「
落
語
の
祖
」
と
伝
わ
る
安
楽

庵
策
伝
も
安
居
院
の
流
れ
を
く
む
説
教
者
で
あ
り
、
同
じ

安
居
院
を
ル
ー
ツ
と
し
な
が
ら
も
、
節
談
は
布
教
手
法
と

し
て
確
立
・
発
展
し
て
い
き
、
一
方
で
講
談
や
落
語
は
芸

能
性
を
高
め
、
話
芸
と
し
て
広
ま
っ
た
。
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。
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内
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輪
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仕
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、
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で
の
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代
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会
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長

副
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長

監
正
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長
等
総
数
四
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五
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で
あ
っ
た
。
法
嗣
殿
は
勤
行

後
に
今
後
の
抱
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植
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葉
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。
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会
役
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で
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一
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三
八
頁

②
節
談
の
拡
大

そ
の
後
、
江
戸
幕
府
の
宗
教
政
策
に
よ
り
寺
院
が
激
増

し
法
座
が
活
発
と
な
り
、
説
教
の
需
要
も
増
大
す
る
。
文

字
の
読
み
書
き
を
誰
し
も
が
で
き
た
わ
け
で
な
い
時
代

に
、
全
て
の
民
衆
を
救
済
対
象
と
す
る
真
宗
に
お
い
て
、

節
談
は
適
し
た
布
教
手
段
で
あ
り
、
民
衆
よ
り
大
き
な
支

持
を
受
け
て
発
展
を
遂
げ
る
。

③
節
談
の
継
承

節
談
の
技
術
は
口
伝
に
よ
り
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
そ

の
た
め
地
域
性
が
あ
り
、
能
登
節
・
加
賀
節
・
越
中
節
・

越
後
節
・
安
芸
節
、
筑
前
節
、
尾
張
節
と
形
成
さ
れ
て
い

く
。
ま
た
、
流
派
と
し
て
は
福
専
寺
を
拠
点
と
す
る
東
保

流
（
と
う
ぼ
り
ゅ
う
）
が
あ
る
。
継
承
さ
れ
た
節
談
は
、

数
多
く
の
説
教
者
を
生
み
出
し
、
戦
前
の
東
海
地
方
や
滋

賀
県
に
は
名
だ
た
る
説
教
者
が
ひ
し
め
き
、
互
い
に
鎬
を

削
り
、
聴
聞
の
群
参
で
溢
れ
て
い
た
と
伝
わ
る
。

④
節
談
の
批
判
と
戦
争

節
談
は
明
治
の
急
激
な
時
代
変
化
の
中
で
、
一
部
の
学

僧
た
ち
の
批
判
対
象
と
な
る
。
し
か
し
、
日
本
文
化
の
回

帰
を
求
め
る
民
衆
の
支
持
も
あ
り
、
い
っ
そ
人
気
を
博
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
敗
戦
に
よ
り
欧
米
文
化
が
強
い
ら
れ
、

講
演
・
講
義
形
式
の
学
術
的
な
布
教
手
法
に
拍
車
が
か
か

る
。
伝
統
的
な
佛
教
文
化
は
、
統
治
の
上
で
邪
魔
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
つ
い
に
は

高
座
そ
の
も
の
が
非
難
を
受
け
て
姿
を
消
し
、
講
壇
・
演

台
（
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
ス
タ
イ
ル
）
が
主
流
と
な
っ
て

い
く
。
戦
争
に
よ
り
千
年
続
い
た
説
教
文
化
が
壊
滅
的
な

状
態
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

⑤
節
談
の
復
活

姿
を
消
し
か
け
た
節
談
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
表
現
力
と

勝
れ
た
大
衆
性
か
ら
再
評
価
が
起
る
。
地
方
に
て
残
存
し

て
い
た
節
談
の
法
座
が
取
材
さ
れ
、
実
態
や
音
源
が
記
録

さ
れ
た
。

そ
の
影
響
は
大
き
く
、
平
成
に
入
っ
て
真
宗
各
派
よ
り

節
談
を
求
め
る
声
が
あ
が
り
、
平
成
十
九
年
七
月
、
築
地

本
願
寺
に
て
、
節
談
を
伝
承
す
る
者
が
集
い
「
節
談
説
教

布
教
大
会
」
が
実
施
さ
れ
た
。
出
講
者
は
、
廣
陵
兼
純
師
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。

、

、

、

。

内
陣
に
は
両
門
様

維
那

内
局

輪
番
が
出
仕
し
た

、

、

、

中
陣
で
の
参
列
は
専
修
寺
総
代

宗
議
会
議
長

副
議
長

監
正
局
長
等
総
数
四
十
五
名
で
あ
っ
た
。
法
嗣
殿
は
勤
行

後
に
今
後
の
抱
負
を
お
話
し
さ
れ
全
体
が
祝
福
ム
ー
ド
に

包
ま
れ
た
。

午
後
一
時
半
よ
り
鐘
楼
近
く
に
お
い
て
開
山
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
記
念
の
植
樹
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

枯
れ
て
な
く
な
っ
た
三
葉
松
を
復
元
す
る
た
め
護
持
会
役

員
の
発
案
に
よ
り
一
年
前
に
植
樹
さ
れ
た
三
葉
松
の
土
入

れ
を
行
な
い
、
同
時
に
記
念
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
。

参
列
者
は
護
持
会
役
員
十
名
ほ
ど
で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

宗 門 の お 知 ら せ
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三
九
頁

を
は
じ
め
、
八
名
が
参
加
し
た
。
結
果
、
二
千
人
を
超
え

る
聴
聞
者
が
集
ま
っ
た
。
こ
の
大
会
を
機
に
結
成
さ
れ
た

の
が

「
節
談
説
教
研
究
会
」
で
あ
る
。

、

さ
い
ご
に

こ
う
し
て
、
危
機
を
乗
り
越
え
今
に
伝
わ
る
伝
統
。
消

し
さ
る
こ
と
は
簡
単
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
専
修
寺

御
影
堂
で
は
、
今
も
な
お
高
座
説
教
が
絶
え
る
こ
と
な
く

続
い
て
い
る
。
真
宗
各
派
を
み
て
も
異
例
で
あ
る
。
ま
わ

り
巡
り
受
け
と
っ
た
伝
統

「
高
座

「
五
段
法
」
そ
し
て

。

」

「
節
談
」
と
い
う
燈
を
、
改
め
て
伝
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら

な
い
と
強
く
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
三
番
目
の
ご
発
表
者
で
あ
る
髙
島
光
憲
氏
は
、

、

、

節
談
説
教
を
実
演
さ
れ

そ
の
後
の
質
疑
応
答
に
お
い
て

そ
の
実
演
に
感
銘
を
受
け
た
方
々
か
ら
の
声
が
多
数
寄
せ

ら
れ
た
が
、
今
回
の
報
告
に
は
そ
の
実
演
内
容
に
つ
い
て

の
紹
介
は
省
か
れ
て
い
る
。

、

、

（

）

ま
た

今
回
発
表
の
島
義
恵
氏
は

六
月
十
七
日

土

に
京
都
女
子
大
学
で
開
催
さ
れ
た
真
宗
連
合
学
会
第
六
十

九
回
大
会
に
て
同
発
表
題
目
で
発
表
を
終
え
ら
れ
た
。
そ

の
大
会
で
の
発
表
持
ち
時
間
は
二
十
分
で
、
そ
れ
に
質
疑

応
答
を
含
め
て
二
十
五
分
で
あ
っ
た
。

（

、

）

以
上

松
山
智
道
記

報
告

褒
賞
授
与
式

去
る
五
月
二
十
一
日
午
前
九
時
半
よ
り
御
影
堂
に
て
法

主
殿
に
ご
臨
席
を
賜
り
本
山
褒
賞
授
与
式
が
挙
行
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
度
、
褒
賞
を
受
賞
さ
れ
た
皆
様
誠
に
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
法
主
殿
よ
り
お
言
葉
を
い
た
だ
き
宗

務
総
長
が
本
山
褒
賞
を
表
彰
い
た
し
ま
し
た
。

本
年
、
檀
信
徒
で
祖
師
寿
賞
を
受
賞
さ
れ
た
皆
様
は
総
勢

百
九
十
七
名
で
し
た
。

又
、
今
後
と
も
授
賞
さ
れ
ま
し
た
皆
様
の
益
々
の
ご
活

躍
を
念
じ
て
お
り
ま
す
。
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二
五
頁

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉
讃
法
会

立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会

中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌
奉
讃
法
会

聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

報

告

親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
か
ら
八
百
五
十
年
と
な
る
本
年
五

月
二
十
一
日
よ
り
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉

讃
法
会
、
立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会
、
中
興
真
慧
上
人

五
百
年
忌
奉
讃
法
会
、
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

の
四
つ
の
奉
讃
法
会
を
「
弥
陀
の
よ
び
声
『
な
も
あ
み
だ

ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
こ
う
」
を
テ
ー
マ
に
八
日
間
に
わ
た

り
厳
か
に
執
り
行
っ
た
。

五
月
二
十
日

法
会
前
日

午
前
十
時
よ
り
稚
児
練
り
が
行
わ
れ
た
。
本
山
で
は
七

年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
定
員
の
三
百
名
を
上
回
る
三

特
別
法
要
事
務
局
だ
よ
り

百
四
名
の
稚
児
と
関
係
者
が
参
加
し
た
。
前
日
に
降
っ
た

雨
が
上
が
り
、
太
鼓
門
か
ら
出
発
し
寺
内
町
を
練
り
歩
き

山
門
か
ら
両
堂
へ
参
拝
す
る
所
定
の
コ
ー
ス
で
行
う
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
出
勤
法
中
十
二
名
ほ
か
消
防
関
係
、

警
備
会
社
、
用
度
講
講
員
等
の
ご
協
力
の
も
と
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
。

御
影
堂
に
お
い
て
正
午
よ
り
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会

が
、
関
係
者
を
招
待
し
執
り
行
っ
た
。

、

、

、

。

内
陣
に
は
両
門
様

維
那

内
局

輪
番
が
出
仕
し
た

、

、

、

中
陣
で
の
参
列
は
専
修
寺
総
代

宗
議
会
議
長

副
議
長

監
正
局
長
等
総
数
四
十
五
名
で
あ
っ
た
。
法
嗣
殿
は
勤
行

後
に
今
後
の
抱
負
を
お
話
し
さ
れ
全
体
が
祝
福
ム
ー
ド
に

包
ま
れ
た
。

午
後
一
時
半
よ
り
鐘
楼
近
く
に
お
い
て
開
山
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
記
念
の
植
樹
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

枯
れ
て
な
く
な
っ
た
三
葉
松
を
復
元
す
る
た
め
護
持
会
役

員
の
発
案
に
よ
り
一
年
前
に
植
樹
さ
れ
た
三
葉
松
の
土
入

れ
を
行
な
い
、
同
時
に
記
念
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
。

参
列
者
は
護
持
会
役
員
十
名
ほ
ど
で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

宗 門 の お 知 ら せ
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四
〇
頁

教
学
院
だ
よ
り

教
学
院
主
催

公
開
講
座
開
催
の
お
知
ら
せ

一.

布
教
伝
道
研
修
講
座

第
一
回

日

時

令
和
五
年
七
月
二
十
日
（
木
）

午
後
一
時
半
よ
り
四
時
ご
ろ
ま
で

会

場

高
田
会
館

ホ
ー
ル

テ
ー
マ

「
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し

ま
す
」
と
は

講

師

高

柳

正

裕
師

た
か
や
な
ぎ

ま
さ
ひ
ろ

（
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
元
所
員
・

学
仏
道
場
「
回
光
舎
」
舎
主
）

二.

第
二
十
六
回

現
代
と
仏
法
を
考
え
る
集
い

日

時

令
和
五
年
八
月
三
十
日
（
水
）

午
後
一
時
半
よ
り
四
時
ご
ろ
ま
で

会

場

高
田
会
館

ホ
ー
ル

テ
ー
マ

「
カ
ル
ト
と
は
何
か
」

講

師

四

衢

亮

師

よ
つ
つ
じ

あ
き
ら

真
宗
大
谷
派
不
遠
寺
住
職
・

青
少
幼
年
セ
ン
タ
ー
研
究
員

＊

両
講
座
と
も
事
前
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

教
学
院
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

連
絡
先

Ｔ
Ｅ
Ｌ

0
59
-2
36
-30

8
8

Ｆ
Ａ
Ｘ

0
59
-2
36
-3
0
91

E-
ma
il

ky
og
ak
ui
n

＠s
e
nju

ji
.o
r.
j
p

第
九
十
七
回

佛
教
文
化
講
座
の
お
知
ら
せ

日

程

【
第
一
日
】
八
月
一
日
（
火
）

九
時
半

法
主
殿

御
親
講

【
第
二
日
】
八
月
二
日
（
水
）

九
時

講

師
：
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授

佐
藤

弘
夫

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ

二
五
頁

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉
讃
法
会

立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会

中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌
奉
讃
法
会

聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

報

告

親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
か
ら
八
百
五
十
年
と
な
る
本
年
五

月
二
十
一
日
よ
り
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉

讃
法
会
、
立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会
、
中
興
真
慧
上
人

五
百
年
忌
奉
讃
法
会
、
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

の
四
つ
の
奉
讃
法
会
を
「
弥
陀
の
よ
び
声
『
な
も
あ
み
だ

ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
こ
う
」
を
テ
ー
マ
に
八
日
間
に
わ
た

り
厳
か
に
執
り
行
っ
た
。

五
月
二
十
日

法
会
前
日

午
前
十
時
よ
り
稚
児
練
り
が
行
わ
れ
た
。
本
山
で
は
七

年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
定
員
の
三
百
名
を
上
回
る
三

特
別
法
要
事
務
局
だ
よ
り

百
四
名
の
稚
児
と
関
係
者
が
参
加
し
た
。
前
日
に
降
っ
た

雨
が
上
が
り
、
太
鼓
門
か
ら
出
発
し
寺
内
町
を
練
り
歩
き

山
門
か
ら
両
堂
へ
参
拝
す
る
所
定
の
コ
ー
ス
で
行
う
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
出
勤
法
中
十
二
名
ほ
か
消
防
関
係
、

警
備
会
社
、
用
度
講
講
員
等
の
ご
協
力
の
も
と
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
。

御
影
堂
に
お
い
て
正
午
よ
り
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会

が
、
関
係
者
を
招
待
し
執
り
行
っ
た
。

、

、

、

。

内
陣
に
は
両
門
様

維
那

内
局

輪
番
が
出
仕
し
た

、

、

、

中
陣
で
の
参
列
は
専
修
寺
総
代

宗
議
会
議
長

副
議
長

監
正
局
長
等
総
数
四
十
五
名
で
あ
っ
た
。
法
嗣
殿
は
勤
行

後
に
今
後
の
抱
負
を
お
話
し
さ
れ
全
体
が
祝
福
ム
ー
ド
に

包
ま
れ
た
。

午
後
一
時
半
よ
り
鐘
楼
近
く
に
お
い
て
開
山
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
記
念
の
植
樹
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

枯
れ
て
な
く
な
っ
た
三
葉
松
を
復
元
す
る
た
め
護
持
会
役

員
の
発
案
に
よ
り
一
年
前
に
植
樹
さ
れ
た
三
葉
松
の
土
入

れ
を
行
な
い
、
同
時
に
記
念
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
。

参
列
者
は
護
持
会
役
員
十
名
ほ
ど
で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

宗 門 の お 知 ら せ
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四
一
頁

講

題
：
墓
の
ゆ
く
え

ー
変
動
す
る
日
本
人
の
死
生
観
ー

【
第
三
日
】
八
月
三
日
（
木
）

九
時

講

師
：
龍
谷
大
学
文
学
部
真
宗
学
科
教
授鍋

島

直
樹

講

題
：
親
鸞
聖
人
の
死
生
観

～
人
生
の
終
末
・
心
の
救
い
～

【
第
四
日
】
八
月
四
日
（
金
）

九
時

講

師
：
早
稲
田
大
学
非
常
勤
講
師

栁
澤

正
志

講

題
：
親
鸞
聖
人
と
天
台
浄
土
教

【
第
五
日
】
八
月
五
日
（
土
）

九
時

講

師
：
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

龍
谷
大
学
非
常
勤
講
師

栗
原

直
子

講

題
：
真
慧
上
人
か
ら
江
戸
時
代
へ

～
学
山
高
田
の
歴
史
を
た
ど
る
～

二
〇
二
三
年

教
師
検
定
講
習
Ⅰ
受
講
要
項

教
師
資
格
を
取
得
す
る
に
は
原
則
教
師
検
定
講
習
Ⅰ
及

び
講
習
Ⅱ
の
全
日
程
へ
の
出
席
が
審
査
の
前
提
と
な
り
ま

す
。た

だ
し
、
真
宗
髙
田
派
宗
制
第
二
百
十
三
条
に
該
当
す

る
者
（
真
宗
学
、
真
宗
史
、
仏
教
学
、
仏
教
史
の
学
力
を

有
す
る
と
認
定
さ
れ
た
者
）
は
教
師
検
定
講
習
Ⅰ
が
免
除

と
な
り
ま
す
。

一
、
講
習
期
間

八
月
二
十
一
日
（
月
）

～
二
十
五
日
（
金
）

五
日
間

二
、
会

場

高
田
短
期
大
学

三
、
提
出
書
類

（

）

①
教
師
検
定
講
習
Ⅰ
受
講
願

本
山
所
定
の
用
紙

四
、
申
込
み
方
法

宗 門 の お 知 ら せ

二
五
頁

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉
讃
法
会

立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会

中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌
奉
讃
法
会

聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

報

告

親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
か
ら
八
百
五
十
年
と
な
る
本
年
五

月
二
十
一
日
よ
り
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉

讃
法
会
、
立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会
、
中
興
真
慧
上
人

五
百
年
忌
奉
讃
法
会
、
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

の
四
つ
の
奉
讃
法
会
を
「
弥
陀
の
よ
び
声
『
な
も
あ
み
だ

ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
こ
う
」
を
テ
ー
マ
に
八
日
間
に
わ
た

り
厳
か
に
執
り
行
っ
た
。

五
月
二
十
日

法
会
前
日

午
前
十
時
よ
り
稚
児
練
り
が
行
わ
れ
た
。
本
山
で
は
七

年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
定
員
の
三
百
名
を
上
回
る
三

特
別
法
要
事
務
局
だ
よ
り

百
四
名
の
稚
児
と
関
係
者
が
参
加
し
た
。
前
日
に
降
っ
た

雨
が
上
が
り
、
太
鼓
門
か
ら
出
発
し
寺
内
町
を
練
り
歩
き

山
門
か
ら
両
堂
へ
参
拝
す
る
所
定
の
コ
ー
ス
で
行
う
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
出
勤
法
中
十
二
名
ほ
か
消
防
関
係
、

警
備
会
社
、
用
度
講
講
員
等
の
ご
協
力
の
も
と
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
。

御
影
堂
に
お
い
て
正
午
よ
り
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会

が
、
関
係
者
を
招
待
し
執
り
行
っ
た
。

、

、

、

。

内
陣
に
は
両
門
様

維
那

内
局

輪
番
が
出
仕
し
た

、

、

、

中
陣
で
の
参
列
は
専
修
寺
総
代

宗
議
会
議
長

副
議
長

監
正
局
長
等
総
数
四
十
五
名
で
あ
っ
た
。
法
嗣
殿
は
勤
行

後
に
今
後
の
抱
負
を
お
話
し
さ
れ
全
体
が
祝
福
ム
ー
ド
に

包
ま
れ
た
。

午
後
一
時
半
よ
り
鐘
楼
近
く
に
お
い
て
開
山
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
記
念
の
植
樹
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

枯
れ
て
な
く
な
っ
た
三
葉
松
を
復
元
す
る
た
め
護
持
会
役

員
の
発
案
に
よ
り
一
年
前
に
植
樹
さ
れ
た
三
葉
松
の
土
入

れ
を
行
な
い
、
同
時
に
記
念
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
。

参
列
者
は
護
持
会
役
員
十
名
ほ
ど
で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

宗 門 の お 知 ら せ
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四
二
頁

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宗
務
院
へ
直
接
お
持
ち
い
た

、

。

だ
く
か

郵
送
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
お
申
し
込
み
下
さ
い

五
、
締
切
り

七
月
二
十
八
日
（
必
着
）

六
、
講
習
Ⅰ
受
講
料

無
料

七
、
講
習
内
容

高
田
短
期
大
学
仏
教
教
育
セ
ン
タ
ー
主
催
の
仏
教

基
礎
講
座
（
高
田
本
山
寄
付
講
座
）
に
準
じ
る
。

講
習
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
受
講
申
込
締
切

後
郵
送
に
て
連
絡
い
た
し
ま
す
。

八
、
そ
の
他

・
高
田
短
期
大
学
で
の
科
目
等
履
修
生
制
度
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
科
目
の
単
位
取
得
者
は
講
習
Ⅰ
で
の

試
験
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

・
最
終
日
に
試
験
を
行
い
ま
す
。
試
験
に
合
格
さ
れ

「

」

。

た
方
に
は

単
位
修
得
証
明
書

を
発
行
し
ま
す

こ
の
証
明
書
が
、
教
師
検
定
講
習
Ⅱ
の
受
講
資
格

と
な
り
ま
す
。

・
各
科
目
、
一
回
で
も
欠
席
す
る
と
、
そ
の
科
目
は

不
合
格
と
な
り
ま
す
。
不
合
格
の
場
合
、
翌
年
以

降
、
該
当
科
目
を
再
受
講
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
宿
泊
希
望
の
方
は
、
各
自
で
手
配
し
て
下
さ
い
。

会
場
ま
で
は
津
駅
お
よ
び
高
田
本
山
大
駐
車
場
よ

り
送
迎
バ
ス
を
運
行
し
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

お
問
合
せ
は
本
山
宗
務
院
教
学
部
ま
で

電

話

〇
五
九
ー
二
三
二
ー
四
一
七
一

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
五
九
ー
二
三
二
ー
一
四
一
四

E-
ma
il

ky
o
-ga

k
u@s

e
nj
uji

.
or.

j
p

高
田
短
期
大
学
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
仏
教

基
礎
講
座
（
高
田
本
山
寄
附
講
座
）
を
、
八
月
に
開
催
い

。

。

た
し
ま
す

多
く
の
皆
様
の
受
講
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す

令
和
五
年
度

高
田
短
期
大
学
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

(
)

仏
教
基
礎
講
座

高
田
本
山
寄
附
講
座

実
施
要
項

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ

二
五
頁

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉
讃
法
会

立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会

中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌
奉
讃
法
会

聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

報

告

親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
か
ら
八
百
五
十
年
と
な
る
本
年
五

月
二
十
一
日
よ
り
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉

讃
法
会
、
立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会
、
中
興
真
慧
上
人

五
百
年
忌
奉
讃
法
会
、
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

の
四
つ
の
奉
讃
法
会
を
「
弥
陀
の
よ
び
声
『
な
も
あ
み
だ

ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
こ
う
」
を
テ
ー
マ
に
八
日
間
に
わ
た

り
厳
か
に
執
り
行
っ
た
。

五
月
二
十
日

法
会
前
日

午
前
十
時
よ
り
稚
児
練
り
が
行
わ
れ
た
。
本
山
で
は
七

年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
定
員
の
三
百
名
を
上
回
る
三

特
別
法
要
事
務
局
だ
よ
り

百
四
名
の
稚
児
と
関
係
者
が
参
加
し
た
。
前
日
に
降
っ
た

雨
が
上
が
り
、
太
鼓
門
か
ら
出
発
し
寺
内
町
を
練
り
歩
き

山
門
か
ら
両
堂
へ
参
拝
す
る
所
定
の
コ
ー
ス
で
行
う
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
出
勤
法
中
十
二
名
ほ
か
消
防
関
係
、

警
備
会
社
、
用
度
講
講
員
等
の
ご
協
力
の
も
と
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
。

御
影
堂
に
お
い
て
正
午
よ
り
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会

が
、
関
係
者
を
招
待
し
執
り
行
っ
た
。

、

、

、

。

内
陣
に
は
両
門
様

維
那

内
局

輪
番
が
出
仕
し
た

、

、

、

中
陣
で
の
参
列
は
専
修
寺
総
代

宗
議
会
議
長

副
議
長

監
正
局
長
等
総
数
四
十
五
名
で
あ
っ
た
。
法
嗣
殿
は
勤
行

後
に
今
後
の
抱
負
を
お
話
し
さ
れ
全
体
が
祝
福
ム
ー
ド
に

包
ま
れ
た
。

午
後
一
時
半
よ
り
鐘
楼
近
く
に
お
い
て
開
山
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
記
念
の
植
樹
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

枯
れ
て
な
く
な
っ
た
三
葉
松
を
復
元
す
る
た
め
護
持
会
役

員
の
発
案
に
よ
り
一
年
前
に
植
樹
さ
れ
た
三
葉
松
の
土
入

れ
を
行
な
い
、
同
時
に
記
念
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
。

参
列
者
は
護
持
会
役
員
十
名
ほ
ど
で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

宗 門 の お 知 ら せ
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四
三
頁

ま
た
、
本
講
座
は
高
田
本
山
の
教
師
検
定
講
習
Ⅰ
を
兼

ね
て
お
り
ま
す
。

講
座
の
日
程

・

期

間

八
月
二
十
一
日
（
月
）

～

二
十
五
日
（
金
）
五
日
間

・

場

所

高
田
短
期
大
学

教
室

・

対

象

寺
族
お
よ
び
一
般

・

受
講
料

無

料

・

テ
キ
ス
ト

実
費
負
担

・

時

間

九
時

～

十
七
時
五
十
分

（

）

高
田
短
期
大
学
の
授
業
時
間
に
準
じ
る

＊
最
終
日
は
講
義
と
試
験
に
な
り
ま
す
。

各
講
座
担
当
者
と
内
容

仏
教
学

講

師
：
栗
原

廣
海

（
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
、

高
田
短
期
大
学
名
誉
教
授
）

講
義
内
容
：
釈
尊
の
生
涯
を
概
観
し
、
二
十
九
歳
で
出

家
さ
れ
た
釈
尊
が
何
を
求
め
ら
れ
た
の
か
、
六
年
の
修

行
の
後
ブ
ッ
ダ
と
な
っ
て
私
た
ち
に
何
を
教
え
よ
う
と

、

、

さ
れ
た
の
か
を
学
ぶ
こ
と
を
通
し
て

仏
教
と
は
何
か

仏
教
を
学
ぶ
意
義
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思

い
ま
す
。

真
宗
学

講

師
：
松
山

智
道

（
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
長
、

高
田
短
期
大
学
特
任
講
師
）

講
義
内
容
：
親
鸞
聖
人
の
本
願
他
力
の
思
想
に
つ
い
て

学
び
ま
す
。
ま
た
、
聖
人
は
「
智
慧
光
の
ち
か
ら
よ
り

本
師
源
空
あ
ら
わ
れ
て
浄
土
真
宗
を
ひ
ら
き
つ
つ
選
擇

」

、

本
願
述
べ
た
も
う

と
明
か
し
て
お
ら
れ
ま
す
よ
う
に

聖
人
の
思
想
は
七
高
僧
の
教
え
が
背
景
と
な
っ
て
い
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
七
高
僧
の
教
え
を
併
せ
学
び
な
が

ら

「
真
宗
の
救
い
」
の
内
容
を
吟
味
し
た
い
と
思
い

、
ま
す
。

仏
教
史

宗 門 の お 知 ら せ

二
五
頁

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉
讃
法
会

立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会

中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌
奉
讃
法
会

聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

報

告

親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
か
ら
八
百
五
十
年
と
な
る
本
年
五

月
二
十
一
日
よ
り
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉

讃
法
会
、
立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会
、
中
興
真
慧
上
人

五
百
年
忌
奉
讃
法
会
、
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

の
四
つ
の
奉
讃
法
会
を
「
弥
陀
の
よ
び
声
『
な
も
あ
み
だ

ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
こ
う
」
を
テ
ー
マ
に
八
日
間
に
わ
た

り
厳
か
に
執
り
行
っ
た
。

五
月
二
十
日

法
会
前
日

午
前
十
時
よ
り
稚
児
練
り
が
行
わ
れ
た
。
本
山
で
は
七

年
ぶ
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回
る
三

特
別
法
要
事
務
局
だ
よ
り

百
四
名
の
稚
児
と
関
係
者
が
参
加
し
た
。
前
日
に
降
っ
た

雨
が
上
が
り
、
太
鼓
門
か
ら
出
発
し
寺
内
町
を
練
り
歩
き

山
門
か
ら
両
堂
へ
参
拝
す
る
所
定
の
コ
ー
ス
で
行
う
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
出
勤
法
中
十
二
名
ほ
か
消
防
関
係
、

警
備
会
社
、
用
度
講
講
員
等
の
ご
協
力
の
も
と
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
。

御
影
堂
に
お
い
て
正
午
よ
り
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会

が
、
関
係
者
を
招
待
し
執
り
行
っ
た
。

、

、

、

。

内
陣
に
は
両
門
様

維
那

内
局

輪
番
が
出
仕
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同
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に
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。
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で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

宗 門 の お 知 ら せ

四
三



四
四
頁

講

師
：
金
信

昌
樹

（
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
、

高
田
短
期
大
学
非
常
勤
講
師
）

講
義
内
容
：
仏
陀
釈
尊
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
仏
教
は
、

中
国
に
伝
わ
り
歴
史
的
展
開
を
見
せ
、
そ
の
仏
教
が
朝

鮮
へ
そ
し
て
朝
鮮
を
経
由
し
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
。
そ

の
後
中
国
か
ら
直
接
日
本
に
伝
え
ら
れ
、
歴
史
的
展
開

を
見
せ
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
日
本
に
お
い
て
ど

の
様
に
仏
教
が
展
開
し
た
の
か
そ
の
歴
史
を
学
び
、
そ

の
問
題
点
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

真
宗
史

講

師
：
清
水
谷

正
尊

（
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
、

高
田
短
期
大
学
学
長
）

講
義
内
容
：
親
鸞
聖
人
が
、
真
仏
上
人
や
顕
智
上
人
に

直
接
教
え
ら
れ
た
み
教
え
は
、
そ
の
後
高
田
派
の
歴
代

上
人
を
始
め
、
念
仏
を
喜
ば
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
連
綿

と
伝
え
ら
れ
、
今
日
の
私
た
ち
に
ま
で
届
け
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
念
仏
者
た
ち
の
長
い
歴
史
を
具
体
的
に
学
ぶ

こ
と
で
、
私
た
ち
が
み
教
え
に
遇
わ
せ
て
い
た
だ
い
た

こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

高
田
の
歴
史
と
法
宝
物

講

師
：
梅
林

久
高

（
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
、

高
田
学
苑
理
事
長
・
学
苑
長
）

講
義
内
容
：
鎌
倉
仏
教
の
各
祖
師
の
中
で
も
親
鸞
聖
人

直
筆
の
著
述
や
お
手
紙
な
ど
の
法
宝
物
が
多
く
残
さ

れ
、
今
日
ま
で
伝
授
さ
れ
て
い
る
の
は
大
変
に
稀
有
な

こ
と
で
す
。
専
修
寺
は
圧
倒
的
に
多
く
の
法
宝
物

が

ご
歴
代
に
よ
っ
て
厳
守
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ

れ

の
法
宝
物
を
通
し
て
聖
人
の
教
え
に
触
れ
、
さ
ら
に

高

田
の
歴
史
を
学
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

申
し
込
み
方
法

教
師
検
定
講
習
Ⅰ
と
し
て
受
講
さ
れ
る
方

本
山
指
定
の
受
講
要
項
に
準
じ
て
下
さ
い
。

宗 門 の お 知 ら せ

二
五
頁

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉
讃
法
会

立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会

中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌
奉
讃
法
会

聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

報

告

親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
か
ら
八
百
五
十
年
と
な
る
本
年
五

月
二
十
一
日
よ
り
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉

讃
法
会
、
立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会
、
中
興
真
慧
上
人

五
百
年
忌
奉
讃
法
会
、
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

の
四
つ
の
奉
讃
法
会
を
「
弥
陀
の
よ
び
声
『
な
も
あ
み
だ

ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
こ
う
」
を
テ
ー
マ
に
八
日
間
に
わ
た

り
厳
か
に
執
り
行
っ
た
。

五
月
二
十
日

法
会
前
日

午
前
十
時
よ
り
稚
児
練
り
が
行
わ
れ
た
。
本
山
で
は
七

年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
定
員
の
三
百
名
を
上
回
る
三

特
別
法
要
事
務
局
だ
よ
り

百
四
名
の
稚
児
と
関
係
者
が
参
加
し
た
。
前
日
に
降
っ
た

雨
が
上
が
り
、
太
鼓
門
か
ら
出
発
し
寺
内
町
を
練
り
歩
き

山
門
か
ら
両
堂
へ
参
拝
す
る
所
定
の
コ
ー
ス
で
行
う
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
出
勤
法
中
十
二
名
ほ
か
消
防
関
係
、

警
備
会
社
、
用
度
講
講
員
等
の
ご
協
力
の
も
と
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
。

御
影
堂
に
お
い
て
正
午
よ
り
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会

が
、
関
係
者
を
招
待
し
執
り
行
っ
た
。

、

、

、

。

内
陣
に
は
両
門
様

維
那

内
局

輪
番
が
出
仕
し
た

、

、

、

中
陣
で
の
参
列
は
専
修
寺
総
代

宗
議
会
議
長

副
議
長

監
正
局
長
等
総
数
四
十
五
名
で
あ
っ
た
。
法
嗣
殿
は
勤
行

後
に
今
後
の
抱
負
を
お
話
し
さ
れ
全
体
が
祝
福
ム
ー
ド
に

包
ま
れ
た
。

午
後
一
時
半
よ
り
鐘
楼
近
く
に
お
い
て
開
山
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
記
念
の
植
樹
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

枯
れ
て
な
く
な
っ
た
三
葉
松
を
復
元
す
る
た
め
護
持
会
役

員
の
発
案
に
よ
り
一
年
前
に
植
樹
さ
れ
た
三
葉
松
の
土
入

れ
を
行
な
い
、
同
時
に
記
念
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
。

参
列
者
は
護
持
会
役
員
十
名
ほ
ど
で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

宗 門 の お 知 ら せ

四
四



四
五
頁

（

）

一
般
受
講
の
方

既
に
教
師
資
格
を
お
持
ち
の
方

科
目
を
選
択
し
て
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

受
講
科
目
の
三
分
の
二
以
上
を
出
席
い
た
だ
い
た
方

に
は
「
受
講
証
明
書
」
を
発
行
し
ま
す
。
ま
た
、
受

講
科
目
の
全
て
に
出
席
い
た
だ
き
、
試
験
に
合
格
さ

れ
た
方
に
は
、
該
当
科
目
の
「
単
位
修
得
証
明
書
」

を
発
行
し
ま
す
。

「
単
位
修
得
証
明
書
」
が
発
行
さ
れ
た
科
目
は
、
今

後
、
高
田
派
教
師
検
定
の
審
査
を
受
け
ら
れ
る
場
合

に
、
該
当
科
目
の
試
験
が
免
除
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

（

）

（

）

受
付
期
間
：
七
月
三
日

月

～

七
月
二
十
八
日

金

申
込
方
法
：
高
田
短
期
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ハ
ガ
キ

（

）、

、

、

、

申
込
内
容
：
氏
名

ふ
り
が
な

性
別

年
齢

住
所

電
話
番
号
、
受
講
科
目
名
（
科
目
を
選
択
し

て
受
講
の
方
の
み
記
入
）

昼
食
の
希
望
（
二
十
一
日
～
二
十
五
日
）

ご
応
募
い
た
だ
い
た
内
容
は
、
個
人
情
報
保
護
の
た
め
安

全
に
保
管
し
、
本
講
座
以
外
の
目
的
に
は
使
用
い
た
し
ま

せ
ん
。

申

込

先
：
〒
五
一
四
ー
〇
一
一
五

三
重
県
津
市
一
身
田
豊
野
一
九
五
番
地

高
田
短
期
大
学
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

仏
教
基
礎
講
座
係

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〇
五
九
ー
二
三
二
ー
二
三
一
〇
（
代
表
）

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
五
九
ー
二
三
二
ー
六
三
一
七

E
-m
ai
l

b
-
cen

t
er@

t
aka

da
-
jc.

a
c.j

p

テ
キ
ス
ト
等
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
お
問
い
合
わ
せ
下

さ
い
。

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ

二
五
頁

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉
讃
法
会

立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会

中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌
奉
讃
法
会

聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

報

告

親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
か
ら
八
百
五
十
年
と
な
る
本
年
五

月
二
十
一
日
よ
り
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉

讃
法
会
、
立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会
、
中
興
真
慧
上
人

五
百
年
忌
奉
讃
法
会
、
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

の
四
つ
の
奉
讃
法
会
を
「
弥
陀
の
よ
び
声
『
な
も
あ
み
だ

ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
こ
う
」
を
テ
ー
マ
に
八
日
間
に
わ
た

り
厳
か
に
執
り
行
っ
た
。

五
月
二
十
日

法
会
前
日

午
前
十
時
よ
り
稚
児
練
り
が
行
わ
れ
た
。
本
山
で
は
七

年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
定
員
の
三
百
名
を
上
回
る
三

特
別
法
要
事
務
局
だ
よ
り

百
四
名
の
稚
児
と
関
係
者
が
参
加
し
た
。
前
日
に
降
っ
た

雨
が
上
が
り
、
太
鼓
門
か
ら
出
発
し
寺
内
町
を
練
り
歩
き

山
門
か
ら
両
堂
へ
参
拝
す
る
所
定
の
コ
ー
ス
で
行
う
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
出
勤
法
中
十
二
名
ほ
か
消
防
関
係
、

警
備
会
社
、
用
度
講
講
員
等
の
ご
協
力
の
も
と
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
。

御
影
堂
に
お
い
て
正
午
よ
り
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会

が
、
関
係
者
を
招
待
し
執
り
行
っ
た
。

、

、

、

。

内
陣
に
は
両
門
様

維
那

内
局

輪
番
が
出
仕
し
た

、

、

、

中
陣
で
の
参
列
は
専
修
寺
総
代

宗
議
会
議
長

副
議
長

監
正
局
長
等
総
数
四
十
五
名
で
あ
っ
た
。
法
嗣
殿
は
勤
行

後
に
今
後
の
抱
負
を
お
話
し
さ
れ
全
体
が
祝
福
ム
ー
ド
に

包
ま
れ
た
。

午
後
一
時
半
よ
り
鐘
楼
近
く
に
お
い
て
開
山
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
記
念
の
植
樹
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

枯
れ
て
な
く
な
っ
た
三
葉
松
を
復
元
す
る
た
め
護
持
会
役

員
の
発
案
に
よ
り
一
年
前
に
植
樹
さ
れ
た
三
葉
松
の
土
入

れ
を
行
な
い
、
同
時
に
記
念
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
。

参
列
者
は
護
持
会
役
員
十
名
ほ
ど
で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

宗 門 の お 知 ら せ

四
五



四
六
頁

本

山

行

事

予

定

（

）

七
月
・
八
月

八
月
一
日
～
五
日

仏
教
文
化
講
座

八
月
十
四
日
～
十
六
日

歓
喜
会

日
常
業
務
に
お
け
る

感
染
症
予
防
に
つ
い
て

こ
の
た
び
、
二
〇
二
三
年
五
月
八
日
付
に
て
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
症
法
上
の
位
置
付
け
が

５
類
感
染
症
へ
移
行
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
高
田
本
山

専
修
寺
で
は
安
心
・
安
全
に
ご
参
拝
い
た
だ
く
た
め
、
今

後
は
、
基
本
的
な
感
染
症
予
防
を
心
掛
け
日
常
業
務
に

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

下
付
金
の
お
知
ら
せ

平
成
二
十
九
年
度
分
院
号
下
付
金
、
及
び

納
骨
壇
加
入
下
付
金
を
専
修
寺
正
味
財
産
に

計
上
し
ま
し
た
。

（
令
和
五
年
五
月
三
十
一
日
付
）

院
号
冥
加
金
、
及
び
納
骨
壇
加
入
冥
加
金

の
下
付
金
は
納
入
さ
れ
た
年
度
か
ら
、
五
ヵ

年
を
経
過
し
た
も
の
は
、
専
修
寺
正
味
財
産

に
計
上
さ
れ
る
た
め
、
交
付
出
来
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
下
さ
い
。

詳
し
く
は
宗
務
院
財
務
課
ま
で
お
尋
ね
下

さ
い
。

宗 門 の お 知 ら せ

二
五
頁

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉
讃
法
会

立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会

中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌
奉
讃
法
会

聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

報

告

親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
か
ら
八
百
五
十
年
と
な
る
本
年
五

月
二
十
一
日
よ
り
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉

讃
法
会
、
立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会
、
中
興
真
慧
上
人

五
百
年
忌
奉
讃
法
会
、
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

の
四
つ
の
奉
讃
法
会
を
「
弥
陀
の
よ
び
声
『
な
も
あ
み
だ

ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
こ
う
」
を
テ
ー
マ
に
八
日
間
に
わ
た

り
厳
か
に
執
り
行
っ
た
。

五
月
二
十
日

法
会
前
日

午
前
十
時
よ
り
稚
児
練
り
が
行
わ
れ
た
。
本
山
で
は
七

年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
定
員
の
三
百
名
を
上
回
る
三

特
別
法
要
事
務
局
だ
よ
り

百
四
名
の
稚
児
と
関
係
者
が
参
加
し
た
。
前
日
に
降
っ
た

雨
が
上
が
り
、
太
鼓
門
か
ら
出
発
し
寺
内
町
を
練
り
歩
き

山
門
か
ら
両
堂
へ
参
拝
す
る
所
定
の
コ
ー
ス
で
行
う
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
出
勤
法
中
十
二
名
ほ
か
消
防
関
係
、

警
備
会
社
、
用
度
講
講
員
等
の
ご
協
力
の
も
と
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
。

御
影
堂
に
お
い
て
正
午
よ
り
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会

が
、
関
係
者
を
招
待
し
執
り
行
っ
た
。

、

、

、

。

内
陣
に
は
両
門
様

維
那

内
局

輪
番
が
出
仕
し
た

、

、

、

中
陣
で
の
参
列
は
専
修
寺
総
代

宗
議
会
議
長

副
議
長

監
正
局
長
等
総
数
四
十
五
名
で
あ
っ
た
。
法
嗣
殿
は
勤
行

後
に
今
後
の
抱
負
を
お
話
し
さ
れ
全
体
が
祝
福
ム
ー
ド
に

包
ま
れ
た
。

午
後
一
時
半
よ
り
鐘
楼
近
く
に
お
い
て
開
山
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
記
念
の
植
樹
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

枯
れ
て
な
く
な
っ
た
三
葉
松
を
復
元
す
る
た
め
護
持
会
役

員
の
発
案
に
よ
り
一
年
前
に
植
樹
さ
れ
た
三
葉
松
の
土
入

れ
を
行
な
い
、
同
時
に
記
念
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
。

参
列
者
は
護
持
会
役
員
十
名
ほ
ど
で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

宗 門 の お 知 ら せ

四
六



四
七
頁

真宗高田派共済会のご案内

● ●全寺院対象の共済制度
真宗高田派共済会運営規程による給付金制度

○災害見舞金制度
・本堂全焼及び全壊 １００万円
・本堂半焼及び半壊 ６０万円
・庫裏全焼及び全壊 ６０万円

※災害を証明する書類等が必要です

○祝金制度
・本堂新築及び改築 ６０万円
・本堂を除く境内建物の新築及び改築 １０万円

※高田派代表役員の新築・改築承認書と工事
契約書の写しが必要です。尚、工事費が壱千万円
以上の場合となります。

○住職死亡の場合
在任期間により給付金が異なります
・住職在任 ４０年以上 ５０万円
・住職在任 ３０年以上４０年未満 ４０万円
・住職在任 ２０年以上３０年未満 ３０万円
・住職在任 １０年以上２０年未満 ２０万円
・住職在任 １０年未満 １０万円

○住職退職の場合
上記死亡の場合を適用する

給付及び申請のお問い合せは、下記の共済会担当まで
お尋ねください。

〒514-0114
三重県津市一身田町2819番地

真宗高田派宗務院内

真宗高田派共済会
電話 059-232-4171
F A X 059-232-1414

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ

二
五
頁

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉
讃
法
会

立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会

中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌
奉
讃
法
会

聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

報

告

親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
か
ら
八
百
五
十
年
と
な
る
本
年
五

月
二
十
一
日
よ
り
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉

讃
法
会
、
立
教
開
宗
八
百
年
奉
讃
法
会
、
中
興
真
慧
上
人

五
百
年
忌
奉
讃
法
会
、
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
奉
讃
法
会

の
四
つ
の
奉
讃
法
会
を
「
弥
陀
の
よ
び
声
『
な
も
あ
み
だ

ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
こ
う
」
を
テ
ー
マ
に
八
日
間
に
わ
た

り
厳
か
に
執
り
行
っ
た
。

五
月
二
十
日

法
会
前
日

午
前
十
時
よ
り
稚
児
練
り
が
行
わ
れ
た
。
本
山
で
は
七

年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
定
員
の
三
百
名
を
上
回
る
三

特
別
法
要
事
務
局
だ
よ
り

百
四
名
の
稚
児
と
関
係
者
が
参
加
し
た
。
前
日
に
降
っ
た

雨
が
上
が
り
、
太
鼓
門
か
ら
出
発
し
寺
内
町
を
練
り
歩
き

山
門
か
ら
両
堂
へ
参
拝
す
る
所
定
の
コ
ー
ス
で
行
う
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
出
勤
法
中
十
二
名
ほ
か
消
防
関
係
、

警
備
会
社
、
用
度
講
講
員
等
の
ご
協
力
の
も
と
無
事
に
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
。

御
影
堂
に
お
い
て
正
午
よ
り
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会

が
、
関
係
者
を
招
待
し
執
り
行
っ
た
。

、

、

、

。

内
陣
に
は
両
門
様

維
那

内
局

輪
番
が
出
仕
し
た

、

、

、

中
陣
で
の
参
列
は
専
修
寺
総
代

宗
議
会
議
長

副
議
長

監
正
局
長
等
総
数
四
十
五
名
で
あ
っ
た
。
法
嗣
殿
は
勤
行

後
に
今
後
の
抱
負
を
お
話
し
さ
れ
全
体
が
祝
福
ム
ー
ド
に

包
ま
れ
た
。

午
後
一
時
半
よ
り
鐘
楼
近
く
に
お
い
て
開
山
親
鸞
聖
人

御
誕
生
八
百
五
十
年
記
念
の
植
樹
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。

枯
れ
て
な
く
な
っ
た
三
葉
松
を
復
元
す
る
た
め
護
持
会
役

員
の
発
案
に
よ
り
一
年
前
に
植
樹
さ
れ
た
三
葉
松
の
土
入

れ
を
行
な
い
、
同
時
に
記
念
碑
の
除
幕
式
を
行
っ
た
。

参
列
者
は
護
持
会
役
員
十
名
ほ
ど
で
、
参
列
者
一
同
今

後
の
若
松
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

宗 門 の お 知 ら せ

四
七



五
一
頁

「
三
重
県
人
権
教
育
基
本
方
針
」
よ
り
抜
粋

一
、
国
際
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
人
権
意
識
を
育
て
よ
う
。

一
、
子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ
う
。

一
、
高
齢
者
の
人
権
を
尊
重
し
よ
う
。

一
、
病
気
・
部
落
な
ど
に
よ
る
差
別
を
な
く
そ
う
。

一
、
障
害
者
の
完
全
参
加
と
平
等
を
実
現
し
よ
う
。

人
権
擁
護
啓
発
活
動
重
点
項
目



五
二
頁

令
和
五
年
七
月
二
十
五
日
印
刷

令
和
五
年
七
月
二
十
五
日
発
行

三
重
県
津
市
一
身
田
町
二
八
一
九
番
地

電
話
（
〇
五
九
）
二
三
二
ー
四
一
七
一

http://www.senjuji.or.jp

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺

宗

務

院

発

行

所

振
替
〇
〇
一
五
〇ｰ

〇ｰ

一
五
一
九
四
番

三
重
県
津
市
一
身
田
町
七
六
五
番
地

相

和

印

刷

所

印

刷

所

電
話
〈
〇
五
九
〉
二
三
二
ー
二
〇
七
〇


